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開 議 （午前 ９時００分）

〇開議の宣告

〇議長（野中嘉之君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

〇一般質問

〇議長（野中嘉之君） 本日の会議は一般質問です。

通告順に従いまして質問を許可いたします。

通告１番、森田義昭君。

なお、質問の選択は一問一答方式です。

［１番（森田義昭君）登壇］

〇１番（森田義昭君） １番、森田です。おはようございます。本日も60分よろしくお願いいたします。

まず初めに、熱気球落下事故におけるラムサール指定地への影響について質問したいと思います。板倉町

防災訓練、まさにその日の痛ましい事故でしたが、場所が板倉町ということで、なぜこのような質問をする

かについては、６月24日の新聞記事が全てでありまして、板倉町渡良瀬遊水地と名指しで出ていたため、板

倉町がラムサールでまちおこしをする矢先に悪いイメージでも受けないだろうかと心配する一人だからで

す。

この事故は、お一人亡くなられたという最悪の事故だったのですが、飛んだ地点は栃木市のスカイフィー

ルドわたらせということで栃木市から離陸したわけですが、たまたま板倉町で起きてしまったという事故で

す。今までは憧れでバルーンを見ていたのですが、このような事故が起きてしまうと、飛ばれている板倉、

新聞に出てしまう板倉町としては、安閑とはしていられないような気がします。インターネット検索で調べ

てみますと、熱気球の事故として一番最初に記事になっているのが群馬県板倉町の湖でした。なぜか板倉町

の湖と出ております。新聞では、板倉渡良瀬遊水地、インターネットでは板倉の湖、当の板倉町としては降

って湧いたような事故ですが、事前に板倉町に飛行ルートとか許可申請は出ていたのでしょうか。まず最初

に伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 熱気球の遊水地に関する事故でございますけれども、事前に本町に対しま

して飛行ルート、もしくはその飛行に関する届け出等は一切ございません。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 熱気球には飛行ルートはないらしいです。あるとしたら、風任せとか、もっとびっ

くりしたのは、厳密には免許も要らないとか、法的には必要なしとインターネットには出ていました。それ

ならば、ラムサール指定地として何らかの束縛はできないのですか。読売新聞などでは、「名勝地板倉にシ

ョック」と出ており、あたかも板倉町で事故が起きて、危険な地域ととれるような記事でした。実際には栃

木市から飛んでいるのに、ラムサール湿地登録を受けて、国土交通省と遊水地周辺の４市２町で遊水地の利

活用についての協議会が設立されたと聞きましたが、その協議会の目的や役割をお聞かせください。もし、
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その協議会の中で、こうした遊水地内でのスポーツにも何らかのルールづくりが行われているのであれば、

それも含めて伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 議員のご質問の協議会というのは、今年の８月２日に設立されました渡良

瀬遊水地保全・利活用協議会のことであろうと思います。この協議会につきましては、栃木市、小山市、古

河市、加須市、野木町、それと本町の４市２町が中心となり、それに国交省が事務局となりまして設置され

ました。そのほかに遊水地に関する自然保護団体もしくは遊水地を活用している団体等全て37団体が加盟し

てございます。この協議会につきましては、ラムサール条約の３本の柱であります湿地の保全と再生、それ

と賢明な利用、交流と学習ということを事前に情報交換し、渡良瀬遊水地の活用に向けて推進していくとい

う協議会でございます。

また、渡良瀬遊水地のスポーツ関係といいますか、そちらの協議会もございます。これは遊水地を利用し

ている39のスポーツ団体が、渡良瀬遊水地スポーツ利用者等連絡協議会というのを設立しまして、遊水地を

利用する上でのルールとマナーを設定し、遊水地内での事故発生の防止に努めておるという状況でございま

す。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 具体的なルールは、その中ではつくられていないのですか。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 具体的にスポーツ利用等連絡協議会の規約がありまして、その中に上空の

利用、空の利用というのがございます。そこの規約では、上空利用者は、自己責任、自己管理のもとで十分

に注意する。または、貯水池、越流堤、駐車場、道路等については、緊急の場合を除き離着陸を禁止する。

または、離着陸を除き、通常10メートル以上を目安に飛行するという内容でございます。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 今の具体的なルール、何か大学の同好会のようなルールにも聞こえましたが、それ

は事前に当町に連絡が来ているわけですね。伺いたいです。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） このスポーツ利用者等連絡協議会につきましては、４県の教育委員会並び

に４市２町の教育委員会等が加盟しておりますので、本町には事前に連絡が来ていると思います。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） この自分たちでつくったルールとマナーですが、今回の事故をどのように受けとめ

ているのでしょうか。さらに言えば、板倉に対して謝罪と反省、また、これから二度と起こさないための改

善案など示されているのか伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］
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〇企画財政課長（小嶋 栄君） 熱気球に関しましては、日本気球連盟という組織がございますが、そちら

が全国的な気球を統括している組織と聞いております。今般の事故に関しましては、私どもは新聞等でその

内容を知るということでありまして、特段その気球連盟もしくは当事者等からの説明等は一切ございません

でした。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 熱気球で事故が起きて、それがどういう原因か、またどういう事故かということに

は自分も余り関心はありませんが、最悪はエジプトの事故のように火を噴いて小学校でも民家でも落ちてき

たら、町民の安全など守れるわけがないと思います。町の名所が悪いイメージで払拭できないところまで追

い込まれる前に、上空侵犯をして、事故が起こると地名が出てしまう前に、板倉町の独自のルールは必要か

と思います。何度も言って申しわけないのですが、インターネットでは板倉町の湖と出ます。それはそれで

しようがないです。車の事故と一緒で、誰が、どこで事故を起こすかはわかりませんが、それでは板倉の空

を利用するのであれば、全体的なルールが具体的にないのでしたら、車と違って、板倉町的なルールづくり

に積極的にかかわっていくべきではないでしょうか。自分の庭でやるのでしたら、勝手に遊んでいて、楽し

く、それはそれで何もなければ結構です。今回のような事故が起きてしまってからや、起きる前に本当なら

安全な管理が構築されていなければと思います。

夏、海に行ってもです。地元の人だからわかっている危険な場所などは立入禁止があるではないですか。

先ほど話に出ました気球連盟事故調査委員会の発表が、２カ月たった８月21日付の新聞に出ていました。こ

れには操作する人、亡くなった男性ですが、飛行経験不足であり、基本的なことが行われていなかったとあ

りました。この男性の飛行時間が書いてありませんでしたが、経験は５年だそうです。何を物差しにして語

っているのか、気球連盟事故調査委員会の説明ではわかりませんが、５年では経験不足になるのです。町長、

どう思いますか。空に壁はつくれませんが、ルールはつくれると思います。５年の経験では板倉はだめだと、

これで言えるのではないでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） おはようございます。昨日に引き続いてお世話になりますが、よろしくお願いしま

す。

ただいまの森田議員から先般の防災訓練当日の気球の事故等について、ある意味では厳しい、ある意味で

はありがたい問題提起をいただいていると思っております。基本的に事故ですから、どこへ、どんなルール

を引いても、どんなに制限をしても、事故はあり得ると。東京都の上空に飛行ルートが設定されていても、

ジャンボ機が落ちるということで、落ちれば大変な事故になるということも想定されるわけであります。そ

のときにとっさの判断で、できるだけパイロットは最小の被害地、被災を想定した場所に着陸ということが

最後の緊急判断になるわけだろうと思っておりまして、ルートの中に落とすということでもありませんし、

そういう立場になってみなければわからないとは思うのです。いずれにしても一つは避けて通れないもので

あるという考え方を原点に持ちながら、遊水地に落ちたからといって、たまたま着地点が板倉であって、森

田議員が指摘するように、板倉の悪いイメージが余計出るかどうかということについて私は疑問を感じます。

落ちたのが板倉だったのかというのが、例えば板倉の遊水地の中でしょっちゅう婦女暴行が起こるとか、痴
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漢的犯罪が起こるといえば、そこは悪いイメージになりますが、そういう事故についてでございますので、

板倉に落ちたのかという、その範囲内ぐらいでおさまるのかなという、不見識かもしれませんが、イメージ

的にはそんなふうにも思います、

ただ、先ほど言いましたように、火を噴いて学校にでも落ちたらということでありますので、そういう可

能性は万が一でもあるわけでして、気球の安全運転といいますか、いわゆる安全管理の申し入れをそういう

意味ではしっかりとすべきかなと。そういった意味では、スカイスポーツの団体、39の中で幾つあるかわか

りませんが、ラムサール関係の協議会の中でも、あるいはまた今日を機会にこういった町民の代表からの質

問も出ているということも含めて、ぜひ経験不足、いわゆるそういった面での厳しさをもう少し慎重に取り

扱ってほしい、あるいは全体的に極論を言えば、先ほど例を挙げたようなルールを、火を噴いて学校にでも

落ちたらどうするのかということも含めて、どういう教育をしていくのかということも含めて、安全管理の

申し入れをしっかりと担当課から相手方に届けさせたいと考えます。

そういうことで、ただ事故については、どんなに申し入れても起こることが事故でありますから、不可避

という点も否めないのが事実であろうと思っております。防げるだけのことについては、指摘されたような

面で対応したいと思っております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） ここで御巣鷹山を出すレベルではないのはわかっておりますが、これからも熱気球

は飛ぶと思います。板倉町の空をきれいに彩ると思います。だから、今何らかのルールづくりが必要かと思

っております。町民は、また落ちやしないか心配しながら見るのではないでしょうか。ちなみに、当町の方

で、この熱気球をなさっている方はいらっしゃるのですか。町で把握しているのでしたら、伺いたいと思い

ます。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 板倉町で愛好者がいるかということでございますが、その辺は把握してご

ざいません。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 当町にもいない、ルールもない、当町で死亡事故だけが起きている現状には、やは

り納得はできません。町としても口を挟む公的機関を是が非でも知っていてほしいと思います。車の場合で

もそうですが、当町の道路を当町の町民だけが事故を起こしているわけではありませんが、ルールは完全に

全国統一ででき上がっています。免許もあります。万人がそのルールのもと、当町の道路を走っているわけ

です。先ほど、海の場合などでは、地元の人が危ないとわかっているところは、ローカルなルールで万人に

注意を促しています。町民が一人もやっていなくても、当町の空を利用している。ましてやこのような事故

が起きているわけですから、知らんぷりはできないと思います。

また、これはバルーンとは別ですが、羽生市から飛ぶグライダーも同じだと思います。ほとんど飛んでい

るのは板倉上空です。バルーン同様、飛行ルートなど事前に板倉町に知らせなくてもよいのでしょうか。自

由勝手に飛んでいるのでしょうか、伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。
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［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） グライダーにつきましては、航空法という法律の適用がございまして、そ

の航空法によりまして、その飛ぶエリア、もしくは着陸するエリア等が決まっているようでございます。羽

生にあります羽生滑空場につきましては、利根川の右岸にあるのですけれども、その着陸・離陸の空域が飯

野付近まで来ているということで、それによって板倉町の上空を飛んでいるということでございます。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 地域住民としては、グライダーではなく、主にセスナですが、騒音なども気になる

ところだと近所の人などから伺っております。苦情などはどちらにしたらよいか聞かれたこともあります。

また、万が一のときの対処などを考えると、町としての窓口は明らかにしてもらいたいというのが、このよ

うな事故が起きるたびに思うことです。窓口は町としてあるのかないのか、見解を伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 羽生滑空場にかかわります事務局は本町にはございませんけれども、除川

滑空場に関することは当企画財政課が窓口として対応しております。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 今の答弁は不足でございます。苦情については、いかなる苦情も、どこへ持ち込ま

れても、システム上、町長にまで上がることになっております。課長判断あるいはそれ以下の判断で済むも

のは、そこでとまりますが、そういうシステムになっておりますので、窓口そのものが特定されなくても、

いかなる苦情も基本的にはどこかへ届ければ上がることとなります。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 何度も言いますが、板倉町としましても、ラムサール登録を受けて渡良瀬遊水地を

これからセールスポイントにしようとしているところです。やっと足尾鉱山の悪いイメージから脱却しよう

としているのですから、安全安心に向けての努力はこんなところにも必要だと思います。

ところで、それを踏まえて、ラムサール登録地として板倉町の方針、観光化、これは以前、荒井議員さん

が取り上げていましたが、具体的な動きは見えてきたのですか。ラムサール登録をどのように活かしていく

のか伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） ラムサール条約を踏まえまして、渡良瀬遊水地に関する賢明な利用という

ことで、さまざまな角度から検討しておりますけれども、なかなか難しいものがございます。先ほど渡良瀬

遊水地保全・利活用協議会が８月２日に設立されたということで、この協議会には、先ほど申し上げたとお

り、ラムサール条約の３本の柱であります湿地の保全、再生並びに賢明な利用、もしくは学習、交流という

柱がございます。それと、それらに向けまして、遊水地の治水機能の向上、積極的な自然環境の保全・再生、

さまざまな利活用の促進につきまして、関係機関及び周辺住民が協議会を行うことを目的としております。

この協議会の構成員には、先ほど申し上げたとおり、周辺自治体等が参加しております。それらが、この協
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議会等を活用しまして、各種団体と連携を図ることで、人々の交流促進や地域振興につながるような活動が

できればと考えております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 各種団体との連携は必要ですが、当町が核となっていけるところから、当町独自の、

広くは揚舟、雷電神社、天神様、どんな小さなことでも当町で拾い上げて、貪欲にセールスポイントを広め

ていかなければ、誰もやってはくれないと思います。第三者的に見て積極性に欠けているとしか思えません

が、特にラムサールの特徴とは、今の答弁にもありましたが、生き物の生息地として重要なことばかりでは

なくて、私たちの暮らしを支えている貴重な場所なわけで、特に湿地における賢明な利用が求められていま

す。私たちの身近にあり、人間の生活環境や社会活動と深くかかわっていく場所でもあるのです。そのため

にラムサール条約では、湿地の生態系の機能や、湿地から得られる恵みを維持しながら、私たちの暮らしと

心がより豊かになるように湿地を活用する。賢明な利用を進めているのです。安易な開発はせずに、湿地の

賢明な利用によって、未来の子供たちにもその恵みを受けさせる、そういった義務が当町もあると思います。

その点を踏まえて、板倉町の観光に利用できるように進んでいければと思う一人です。ラムサールイコール

湿地における賢明な利用ということです。

つい３日前に、2020年のオリンピックが東京開催と決まりました。世界中の人が日本へ押し寄せると思い

ます。その中にはラムサール条約に関心を持っている人もいると思いますが、それを起爆剤としてアピール

していこうではありませんか。東京から約１時間ちょっと、ぜひ当町へも来てもらいたいものです。宣伝も

しなければ誰も来ないと思いますが、あと７年、知恵を出し合って、ぜひ板倉からも「お・も・て・な・し」、

おもてなしの心を出していただきたいと思います。もちろん事故は熱気球だけではなく、渡良瀬遊水地や利

用するウインドサーフィン、バーベキュー、その他いろいろ安全安心もこれから見守っていきたいと思いま

す。

では、次の質問に移ります。安全な通学路について伺いたいと思います。まず、その前に、学童誘導員と

呼ばれる方が板倉町にもいらっしゃいますか、伺いたいです。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） ただいまのご質問ですが、学童誘導員という特別な名称をつけた方

は、現在のところ板倉にはおりません。ただし、役割的には、交通の安全ということ、子供たちの安全とい

うことで、交通安全週間などでは、朝の登校時に先生方やＰＴＡ役員の方、安全協会の方がそれぞれ通学路

に立たれまして、校外パトロールも含めまして子供たちの安全を確保しているという状況になっております。

また、小学校におきましては、特に下校時に一斉下校などをやるときには、先生方が手分けし、児童の下校

に同行しまして、安全に帰宅ができるような対応をとっているのが現状です。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 学童誘導員というのは、自分もテレビのニュースで初めて知りました。今年の６月

から７月において、登下校中の子供が切りつけられる事件が立て続けにあり、ついこの前練馬区の小学校の

門前では、小学１年生をナイフで切りつけた事件もありました。悲惨な事件でしたが、あるお一人の方のお

かげで大事に至らず済んだと言われ、校門前の横断歩道で旗振りをしている人です。もしかしたら私の時代
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では緑のおばさんと言われたかもしれません。今は学童誘導員と呼んでいるようです。

その人、広戸勇さんという方ですが、71歳です。木製の黄色い横断旗を振り回し、ナイフを手に暴れてい

る犯人の前に立ちはだかったそうです。一歩間違えれば自分の命も危うく、落とすかもしれない状況ではな

かったでしょうか。義務とか勇敢を超えた行動だったと思います。もちろん学童誘導員としての講習では、

ここまでのマニュアルはないと思いますが、ぜひ当町にもいてほしいと思ったのは私だけではないと思いま

す。検討する価値はあるとは思いますが、別に名称にこだわらず、交通誘導員さん、その他ＰＴＡの皆さん

と同じなら、それで結構だと思います。

そして、このような事件は１カ所で起きると、これが連鎖するという事実です。子供の親としては心配な

ところです。そこであえて通学路の安心安全について伺います。車社会になって久しい日本ですが、それだ

けに車対人の共存は今や欠かせなく、正しいルールを守ってこそ安全を守っていくものだと思います。今の

子供たちは、生まれながらにして車の中で成長してきていますが、同じ道を毎日通学していても、環境は毎

日変化しております。また、どちらかが、どちらかとは子供と車ですが、ルールを怠れば取り返しのつかな

い悲劇が待っているのです。そのことを踏まえ、安心安全な通学路を設定されているとは思うのですが、過

去に板倉町で通学路での児童が被害に遭った事例はあるのでしょうか、そのときの事故の内容や、その後の

対処方法を教えてください。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） ただいまのご質問で、過去にということはなのですけれども、ここ

数年来、私の知っている限りでは、通学路での大きな交通事故はなかったのではないかなと思っております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 以前の一般質問の中で、小森谷議員が通学路の安全性について的確また熱く質問し

た資料を目にしました。その後、それについてはどのような経過をたどっているのでしょうか。たしか学校

側は、現場を実際に歩いてみて、点検しているが、その際の報告はきちんと教育委員会に上がってきていな

いのでは、そのような質問でした。１年前の６月の定例会の質問でしたが、まだ亀岡市の事件も、お隣、栃

木県鹿沼市におけるクレーン車の事故も記憶に鮮明なときでした。この事例は、子供たちには何ら落ち度も

なく、運転手のルール違反を超えた、ある意味犯罪と呼んでも決して過言ではない、そんな事例ですが、そ

れこそそういう運転手を未然に防ぐのは警察の領域になりますが、小森谷議員さんにおきましても自宅が学

校に近く、毎日児童の通学を目にしていれば、このような悲劇を板倉町で起こしてはならないといった強い

思いでの質問だったと思います。私も同感であります。学校側は現場を見て回り、問題点があれば教育委員

会に指摘していく、そして改善する、これは今現在、行われているのですね。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） ただいまの通学路の安全点検ということですけれども、今、議員か

らお話がありましたように、昨年特に京都を初めとしまして全国的に小学生を巻き込んだ大きな事故が発生

しました。それをきっかけとしまして、全国的に通学路の点検をしなさいということが国や県から指摘され

たところです。それに基づくような形になりましたけれども、当町におきましても学校と行政関係、それと
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保護者の方が一緒に通学路を歩いて点検させていただきました。その中で特にということで、小中学校で16カ

所になります。16カ所の危険箇所が問題となりまして、平成24年度中にはそのうちの13カ所の整備や対応を

済ませております。残念ながら３カ所が平成25年度に持ち越しとなっておりますけれども、現在、そのうち

の一つは解決済みとなりまして、残り２つの場所につきまして、ただいま調整中となっております。また、

本年度25年度におきましても、前年度と同様に作業点検、そして改善方法にも取り組んでいるところです。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 16カ所も危ないところがあったわけですね。具体的にはどういうことなのでしょう、

危ない場所。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） 場所につきましては、これは役場の都市建設課建設係で全体をまと

めていただきまして、地図の上に落として公表させていただいております。全部で13あるのですが、例えば

議員の地元の西小学校の関係で申し上げたいと思います。増田医院がございますけれども、あそこの公園通

り線を渡るところに横断歩道があります。その横断歩道が北側に以前はあったわけですが、子供たちが歩く

内容から南側にあったほうがより安全だという要望が学校等から上がっておりました。役場内でいろいろ検

討させていただきまして、予算も確保しまして、そこの横断歩道を現在は南側につけ替えているという現状

がございます。そのほか各学校区でそれぞれ特徴的に、特に南小では、通学路だけではなくて、用水路の関

係もあわせてというお話も出ておりまして、そのようなことを16カ所地図に落とした形で公表させていただ

いているところです。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 小学校のある場所が表通りに面しておりますので、通学路を車の量の少ない裏通り

というわけにはいかないのが現状だと思います。そこで、子供たちへの安全教育は重要かと思います。安全

教育ですが、それはどのように行われているのかお聞きしたいと思います。具体的な安全教育をどのように

行っているか。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） 学校で行っております教育活動というものは、皆様ご存じのように、

学習指導要領というものに基づきまして全てカリキュラム等が組まれております。その中で、ご質問にあり

ました安全教育という関係になりますけれども、これは学習指導要領の中では教科を横断して改善していく

ものと言われておりまして、大きく３つの分野ということで、安全につきましても１つは生活の安全、２つ

が交通の安全、３つが災害についての安全ということで、これらを行うように規定されております。また、

その目的としましては、自他の危険予測、危険回避の能力をつけること、これが学校の教育活動全体の中で、

この能力をつけていくということが前提となっております。具体的に、この中の安全の中の交通に関する安

全ということになりますけれども、例えば小学校におきましては交通安全教室を開催しておりまして、横断

歩道や、その近くにある道路標識等の意味について理解させたり、子供たちが適正な行動がとれるような、

そういった教育をしています。特に小学校の低学年につきましては、判断的に難しいところがありますので、
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正しい横断、歩行の仕方などを行ったり、高学年になりますと、自転車に乗って遊ぶ時間も増えてまいりま

すので、自転車の乗り方についても行っております。また、中学校におきましては、今申し上げました自転

車ということで、全生徒が自転車通学しておりますので、特にこの件に関しては時間をかけまして、交通安

全教室の中で指導しまして、交通事故の具体的な事例とか、自転車に乗るときの注意などを一人一人の生徒

たちが理解できるような、そういった内容で意識を高めております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） その交通安全教室ですが、年に何回ほど実施しているのでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） 学校の都合にもよりますが、年に一、二回程度実施しております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 私も通学時間帯などよく見かけるのですが、特に朝は問題はないのです。やはり上

級生と一緒だからなのか、きちんと列をなして歩いています。問題は帰りです。同級生同士で帰るものです

から、まず列はできていません。ひどいときは横並びで、場合によっては道をふさいでいるのもまれではな

く、クラクションにもびっくりしません。もう一度安全教育をしっかりお願いしたいと思います。先生方に

は帰り道に重点を置くようお願いし、指導の徹底に力を入れてください。もちろん安全教室においても、帰

り道に重点を置くよういま一度お願いしておきます。

安全な道はどこにもないと思います。それよりも、子供たちに安全な心がけ、歩き方を教えていくのが近

道のように思います。また中学生の自転車通学が答弁されましたが、気になっていたのが、橋の欄干の高さ

です。合の川の橋もでき上がりました。欄干の高さなのですが、あれが標準の高さなのでしょう。通学には

合の川の橋は関係ありませんが、中学生の通学路に蛭田橋があります。これも、昨日、今村議員が質問して

おりましたが、あれでは保護者の方から歩道ないし中学生の自転車通学のための安全な対策等を要望される

のもわかるような気がします。中学生は自転車通学ですが、蛭田橋の欄干では、自転車で渡りますと、体の

ほとんどは欄干の上に出てしまいます。少しでも車にあおられでもしたらと思います。これまでに欄干から

落ちるような事故がなかったから見逃されているような気もしますが、これなどはまた機会があったら質問

したいと思います。

次の質問に移ります。次は、全国学力テストについて、これも以前、私が質問したのですが、最近、結果

が新聞、テレビ等で報道されました。まず初めに、前回の一般質問で全国学力テストの公表はなぜしないの

か、私が質問した件です。そのときは、これは国政なので深く追及しませんでした。しかし、私が質問して

１カ月もたたないうちに、学校別の成績公表の是非を保護者や小中学校に尋ねてアンケート調査をすると新

聞に出ていました。これは何ですか。私が板倉町議会で質問したことが、文部科学省に届いたのでしょうか。

アンケート調査を実施するに至った経緯について伺いたいし、またアンケートの結果は出ているのでしょう

か。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） アンケート結果はまだ出ておりません。今お話しのアンケートということですけ
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れども、全国で小中高から1,000校、それから保護者から１万人、そして都道府県の知事、市町村長、教育

委員会等にアンケート調査を依頼しているということで、その結果、11月に結論を出すということです。ま

だ出ておりません。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 何しろ余りにもタイミングが一致したもので、自分でもびっくりしています。８月

28日の報道では、従来どおり、県別の結果報告だけでしたが、民主党政権下では抽出された学校だけですが、

今年４月に実施されたのは全国の学校、文字どおり全国学力テストの名のとおり、全校の小学６年生と中学

３年生全員ということです。より細かな市町村別や学校別のデータが得られたと思います。８月29日付の読

売では、これによって自治体がテストの結果を保護者に丁寧に説明し、課題を共有するとあり、もしかした

らオープン化に向かっているのかもしれません。前回の質問では、過度な競争や序列化を防ぐ、そういう理

由で公表はしない答弁でしたが、教育長、それに間違いないですか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） それに間違いありません。公表する意思はございません。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 序列化や過度な競争とは、生徒に対してか、それとも先生たちなのかよくわからな

いところもありますが、前回の自分の質問の意図とするところは、安倍総理の肝いりで全国の小中学校を巻

き込んだ大々的なテスト、それも先生に頼るのではなく、業者にお願いしてまで採点する大変お金のかかる

一大事業なのに、公表は過度な競争を防ぐために行わない、そこまでしても公表を渋る理由が聞きたかった

のです。国政にもかかわらず、あえて素朴な疑問としてここ板倉町議会で質問させてもらいました。もしか

したら私だけでなく、もっと詳細な結果発表へ方向転換してほしいと多くの人々の意見が文部科学省に寄せ

られたのでしょう。その辺の経過は先ほどの説明でわかりましたが、日本中の全小学６年生と中学３年生、

これだけの手間をかけて、県別の順位だけではデータの出し惜しみとしかとれませんが、ここへ来て国の施

策の全国学力テストが一気に地方の意見を求めてきた。町の教育委員会にアンケートとして学校別成績を公

表することなどの是非を尋ねると新聞には出ていました。その内容が一端でもわかればと思い、質問してい

るのです。国の方針が地方におりてきて、真意を当町としてはどのように受けとめて対処するのか伺いたい。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 先ほど申し上げましたように公表する意図はないということですけれども、基本

的には各学校にその内容が当然報告されるわけです。それをもとに、子供たちもさらにどこができなかった

のかということで分析するわけですけれども、それが本来の学力テストの意図である、狙いであるというこ

とから、そういう考え方でいるわけです。正直言いまして、中身は一部分です。国語、そして算数です。し

かも、６年生、３年生、中３ということで、非常に一部なことでありますので、やはりそれが結果的に序列

化あるいは過度な競争につながると。また、町内におきましても、どこの学校というのが即測定されてしま

うということ、まして中学校は１校しかないので、個人にまで行ってしまうということも懸念されます。そ

ういう意味では、やはり従来どおり、発表しないほうがよかろうと、各学校にとどめておくほうがよかろう
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という考え方です。

なお、参考までに、これは静岡県の状況ですけれども、教育長の緊急会議があって、その場面で無回答率

が多かったようですといろいろな話があります。そして、それを受けて具体的にできなかった分どうするの

だと。例えば、国語のＡの基礎・基本の問題ですけれども、これが全国の最下位であったということから、

即会議を開いて、次の段階へのステップアップのための策を考えようということであったわけです。さらに

９月10日、これは私びっくりしましたけれども、静岡県の知事が国語Ａ最下位を受けて、下位100校の校長

名を公表したいと、そんなところまでいっているわけです。これはまさに序列化そのものの考え方でありま

して、こんなことはあってはならぬと私は思います。あくまでしたいという意思ですけれども、これは実現

することは私はないと思います。そういった意味で、しかも教員の指導、教え方が悪いのだというところま

でいっているわけです。これはまさに現場を預かる教員に対する考え方がどうかなと私自身は思いますし、

そういったことになってはならぬということから、私自身もやはり序列化そのもの、あるいは競争意識をあ

おるという意味では公表してはいけないなと。

実際の話、ネット等でも見ますと、その時点での盛り上がりしかないのです。その後はどうするかと。当

然現場なわけです。もちろん現場はそれを受けて研究するわけですから、それをそういった考え方に委ねた

いと思っています。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 今、静岡の件を言われてしまったのですが、次の質問でそれを聞きたかったのです。

静岡の知事が、全国最下位だったものですから、それに関して成績順に下から100校、平均点以下の校長先

生の名前を公表すると。これではやはり秘密主義にならざるを得ないのかなと思いますが、多分この後、こ

れに付随したような知事がまた出てこないことを願っております。

また、調査対象ですが、保護者が約１万人、この抽出はどのように行われるのでしょうか。調査対象、ア

ンケートを保護者から約１万人、小中学校計1,000校、これは県内ではなくて、全国の数なのですね。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） そうです。全国の数で、恐らく無作為だと思いますけれども。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 保護者ということになりますと、やはり子供の親ということですか。

それと、先ほど知事の話も出ましたが、都道府県知事や区・市・町・村長、全国自治体の教育委員会とな

っておりますので、当町の町長へもアンケートの要請があったと思います。どのような方向性が出ているの

か意見を伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 記憶にないので、多分我が町にはアンケートは参っていないと思っております。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 来ていないですか。
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［「受けたつもりはないので」と言う人あり］

〇１番（森田義昭君） 都道府県知事や区・市・町・村の長レベルにもアンケートの要請をすると出ており

ました。

それと、先ほどの静岡の知事ではないですが、こういった考え方はやはり危ないと思います。昔で言う魔

女狩りのような感じを受けます。その辺の当町としての方向性があるのでしたら、お聞きしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） アンケートについては、これから来るのかどうかわかりませんが、現時点では承知

しておりません。

町内の４校の学力差、あります。私自身がそれに目を通し、教育長と相談しておりまして、例えばこの学

校が一番低いのはどういう理由であるか、同水準まで引き上げよという指令は出しております。ということ

で、やはりトップの務めはできるだけ学力が高ければよいということであれば上げることを、しかも平均に、

地域差がなく、年代差がなく上げることを願うということになると思っておりますので、格差がある理由や、

そういったものについては公開でなく、いわゆる私と教育長の間でやりとりをしておりまして、それを手順

を追って教育界には教育長を中心として先生方が議論をし、その手法を研究し、結果的にそのような努力を

されるものということでございまして、そこの学校の校長の名前を公表するとかそんなことは当然考えても

おりません。民主的に対応します。

〇議長（野中嘉之君） 森田義昭君。

〇１番（森田義昭君） 町としての方向性が何となくわかったような気がします。今思えば、そのとき国政

ということもあり、こちらも遠慮がちに質問したのですが、今になってみればよかったかなと思っておりま

す。文部科学省は11月中に結論を出す方針とか、注目していきたいと思っております。

次に移りたいのですが、あと持ち時間５分しかありません。これでは次の質問は、自分の頭では５分でま

とまりませんので、まだ通告した質問がありますが、時間の配分がうまくできず申しわけありません。この

後の質問はできませんが、答弁書を作成された執行部の方には申しわけなく思います。次の機会にしたいと

思いますので、以上で本日の質問を終了させていただきます。

長時間にわたりありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で森田義昭君の一般質問が終了しました。

ここで暫時休憩いたします。

10時15分より再開いたします。

休 憩 （午前 ９時５６分）

再 開 （午前１０時１５分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

引き続き一般質問を行います。

通告２番、小森谷幸雄君。

なお、質問の選択は一問一答方式です。
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［６番（小森谷幸雄君）登壇］

〇６番（小森谷幸雄君） ６番、小森谷でございます。通告書に従いまして質問させていただきます。

町長の政治信条として、現実直視、生活重視、いわゆる現場主義を多分政治信条の中で根幹に据えられて、

いろいろ施策に取り組まれていると。そういうことで、私も今回の質問に当たりまして、現場を見させてい

ただきました。わずか時間は少なかったのですが、幼稚園、保育園、学童クラブあるいは学校、別にそうい

った人たちから意見を聞いてどうこう言うつもりはありませんが、現場を預かっている職員の皆さんにおか

れましては、やはり現場でいろんな物事が発生する、あるいは問題点、課題も見つけられるということで、

机上でなかなか問題を把握して対策を打っていくということは非常に難しいであろうと考えております。そ

ういった点で幾つかのそういった施設等も見学させていただきます。そういった点を踏まえまして、今日は

大きく分けまして２つの課題について質問させていただきます。

昨今、昨年の夏ごろだったと思いますが、子ども・子育て支援制度と新たな制度が発足しております。そ

れに向けて担当部署につきましては、いろいろ試行錯誤しながら、今後の我が町の就学前の子供の保育・教

育について鋭意検討されていると、そういったところかと思っております。それを受けまして、小学校がど

うあるべきかということで、適正配置というような観点からいろいろ質問をさせ、あるいはその中で議論を

高めていきたいと考えております。

まず、就学前における教育、保育行政ということで質問させていただきます。当然、皆さんご存じのこと

でございますが、当町では就学前の教育あるいは保育については、改めて認識するという点で申し上げさせ

ていただきます。私立の幼稚園が２つ、公立の保育園が２つ、公設民営の保育園が１つ、その他放課後児童

の保育施設としての学童クラブ、これがひまわりさん、まきばさん、みつばちさん、そらいろさん、北保育

園の学童クラブ、５施設がございます。そのほか福祉課におかれましては児童館を当町では運営されている

というのが状況かと思います。

今回の質問に当たっては、当然運営費とか補助金、そういった財政支援がないといろいろ施策はできない

わけでございますが、あえて財政云々等については別の次元ということで、あるべき環境という部分につい

ての質疑応答させていただきたいと思っております。

先般、先ほど申し上げましたが、新たに成立しました子ども・子育て支援制度、これは今、消費税の問題

が議論されておりますが、基本的には来年４月から３％、その翌年に２％、合計10％の消費税の引き上げが

予定されております。その中から財源的には7,000億円を投入する。その他の財政として3,000億円、合計１

兆円規模の財政支援を国が支援していく。底辺では、各自治体が主体事業の主となるわけですが、そういっ

た財政支援も今回の場合には、従来の環境整備と違うという部分で強調されるのかと思っております。

そういった中で、当町では昨日の議会初日でございますけれども、基本的には板倉町子ども・子育て会議

条例、これが制定され、採決されたわけでございます。その中で従来の体制と違う点が、子ども・子育て支

援制度の中ではうたわれておりますが、質の高い幼児期の学校教育、あるいは保育の総合的な提供、子育て

相談や一時預かり場の拡大など地域の子育てを一層充実させるものと言われております。いかに子ども・子

育ての環境整備が大事であるかということと、今までの政策そのものがある面では行き詰まっている状態で

あろうということが想定されるわけでございますが、先ほども申し上げましたが、今度の事業主体が国、県、

市町村になるわけでございますが、新制度の実施主体が市町村長である。そういった面からも、これははっ
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きり明確に打ち出されておりますので、従来の政策にも増して、その役割と責務が問われることであると私

は予想しております。

そういった中で、一時取り組まれた自治体もあったかと思いますが、幼保一体、いわゆる幼稚園と保育園

の機能をあわせ持つ認定こども園、これも今度の支援制度の重要な政策の一つになっております。さらに申

し上げれば、学童保育の充実ということで、これも現状、先ほど申し上げましたように、５施設あるわけで

ございますが、それがはっきりと学童保育も、その支援制度の枠組みの中に入れた中で積極的な取り組みを

展開しなさいという内容になっていると思います。当町でも早いか遅いかは別として、子ども・子育て会議

条例の制定や、子ども・子育て支援計画の策定委託料、これは外部に計画をつくるに当たってのコンサルタ

ント、その人たちの意見も聞きながら、当町におけるベストの子ども・子育ての計画をつくっていこうとい

う趣旨で委託されているかと思っております。

それでは、質問に入りますが、あえてまた繰り返しのように聞こえるかもしれませんが、幼稚園というの

は文科省の管轄で、町では教育委員会が担当され、主に３歳から５歳を対象とした幼児期の発達にふさわし

い、いわゆる教育。それと対象的になりますが、保育園は厚生労働省、町では福祉課が担当され、保育を必

要とするゼロ歳から５歳児を対象にして保育と教育を実施するということがうたわれております。福祉課に

おいては、そのほか児童館あるいは学童クラブ、そういったいろいろな施設の運営管理しているわけでござ

いますが、そういった環境の中において、現実問題として今、教育委員会、あるいは福祉課が担当されてい

る分野があろうかと思いますが、将来展望は別として、現状における課題とか運営についてお聞きしたいと

思いますが、福祉課長、いかがでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 小野田福祉課長。

［福祉課長（小野田博基君）登壇］

〇福祉課長（小野田博基君） ただいまの質問にお答えさせていただきたいと思います。教育委員会と福祉

課ということで関係するわけでございますけれども、私から一括してご説明申し上げたいと思います。

まず初めに、幼稚園でございますけれども、幼稚園は小学校に入学するまでの児童のための教育機関とい

うことでございます。小学校や中学校などと同じように、学校教育法に定められた学校でございます。この

ため、幼稚園は子供が初めて出会う学校とも言われております。幼児を保育し、適当な環境を与えて、その

心身の発達を助長することを目的として、議員おっしゃられるとおり、３歳から小学就学までの幼児を原則

として４時間預かるということになっております。

本町の幼稚園２つありますけれども、どちらも私立ということで、ひまわり幼稚園、まきば幼稚園、とも

に学校法人の私立幼稚園でございます。学校教育法の幼稚園教育ということで、それぞれに理念を持って、

特色ある保育を行っております。また、昨今、保護者のニーズ、これに応えるためにひまわり幼稚園、まき

ば幼稚園ともに預かり保育等も行っております。また、３歳ということですけれども、３歳に満たない幼児

も預かっているということで、多岐にわたる保護者のニーズに応えるべく努力されております。

それと、本町における幼稚園の課題としましては、町立の幼稚園がございませんので、幼稚園の一般的な

課題ということで答えさせていただきますけれども、幼稚園と保育園の住み分けがしづらくなっているのが

課題として上げられるかと思います。幼稚園においても、お母さんがフルタイムで仕事をされている保護者

の方々が年々増えていますので、そういった中で保育的な機能も併設することが望まれているのかなと思っ
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ております。

続きまして、保育園でございます。保育園につきましては、児童福祉法に基づく施設でございます。保護

者の労働または病気などさまざまな理由で家庭で保育が十分行き届かない乳幼児を保護者から委託を受けて

保育するということになっております。保育園で行う保育というのは、養護と教育、これを一体化した営み

ということで、子供たちの心身の諸能力あるいは健全で調和のとれた姿に育成するということを目的に預か

っております。本町の保育ということでございますけれども、町立の板倉保育園、北保育園及び私立のそら

いろ保育園の３園でございます。町立の２園では、「明るく、元気で、のびのびした子」を基本理念に自分

自身で生きていく力、あるいは未来を切り開いていく力の基礎を培うことを目標に日々保育を実施しており

ます。

この２園の特徴としては、丈夫な心身の育成を目的として薄着あるいは裸足の習慣をつけるとともに、全

身を動かして保育活動を多く取り入れております。また、豊かな感性を育てるために、草花を育てたり、あ

るいは野菜を栽培したりということで、地域世代間の交流を図る行事等も開催して、積極的に実施しており

ます。

また、私立の保育園でありますそらいろ保育園では、チーム保育ということでゼロ歳から１歳まで、２歳

から５歳までのクラス、２クラスのクラス分けで、１人の園児に対して複数の保育士の関与するチーム保育

ということを特徴としておりまして、異年齢児とのかかわりの中でスキルを高める縦割り保育を実施してお

ります。

本町における保育の課題ということでございますけれども、町立保育園の園舎が、大変老朽化しておりま

す。２園の統廃合を含めた総合的な保育のあり方を検討する必要があるかなと考えています。この課題につ

きましては、先ほど議員おっしゃられたとおり、板倉町子ども・子育て支援計画、これを策定していかなけ

ればなりませんので、その中で検討していきたいと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 今、福祉課長から教育委員会の管轄の幼稚園、それから保育所、福祉課担当にな

りますけれども、そういった中での現状の役割、機能かな、そういったもののご説明があったわけで、あえ

てお尋ねしたのは、その住み分けの部分で、次の質問になるわけですけれども、先ほど、冒頭申し上げまし

たように、現場のお子さん方に対してどういう形での環境が与えられるかということで、行政特有の縦割り、

ないかとは思いますが、あえてその部分について質問させていただくわけです。先ほど答弁がありましたよ

うに、教育委員会は幼稚園、福祉課が保育園、そういう住み分けの中で、いろいろ現場では幼稚園でも保育

園でもお子さんを対象にして教育の仕方、保育の仕方は違うにしても、やはり余り縦割りではよくない。今

後の支援制度そのものを抜本的に変えるということが、ある意味では前提となって進められるといろいろ資

料等では言われているわけです。

それが、現実、平成27年度を迎えないと、中身的にはわからない部分もあるわけでございますが、そうい

った中で、例えばお子様を対象にという一つの土台をベースに考えたときに、教育委員会と福祉課でのそう

いうやりとりとか、あるいは教育委員会ですと幼稚園ですから、幼稚園の先生方と保護者、あるいは福祉課

であれば保育士と行政の福祉課とのそういう縦の中でのまず交流、会話、いわゆる定期的なものを含めてお
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子さん方の環境をどうすべきかということで、そういう対話というのかな、課題の抽出を行って対応してい

くと。幾つか先ほど課題があるとおっしゃっていましたが、そういう意味合いの中での、あるいはそのほか

福祉課ですと、学童クラブにも多額な補助金が出ております。そういった面で、教育委員会も幼稚園に助成

金かな、補助金かな、出ておりますが、お金と同時に運営の主体になっているわけですので、そういう意味

のいわゆる会話、対話、そういう機能を問題としてやっていかないといけないのかなと思っております。

そういった中で、子ども・子育て会議は、その典型的なものだと私は思っています。というのは、いろい

ろな立場の人が15名を限度に子ども・子育て会議の中に入っていろいろ議論していく。そういう部分の中で、

基本的には、それはもう子ども・子育て会議の制定を待つまでもなく、従来からやられていれば、それはそ

れで結構なのですが、そういう意味の現場を見た中での行政側のあり方、あるいは保護者との関係、あるい

は先生方の関係、そういったものを今までの中でやってこないとするならば、今後やればいいことなのです

が、そういった中からいろいろお子様を中心とした、現場を中心とした中での問題点あるいは課題、これを

解決していく。それはお父さん、お母さん方、保護者の方からはいろんな要求が出ると思います。

先ほど、財政云々という話は、若干今日は切り離した中で、過去はこうだったけれども、いろいろ将来展

望を含めた中でこういうものをつくっていきたい、ああいうものをつくっていきたい。そういう部分でのあ

るべき姿をやはり出していく、表面化していくという中で、大きく言えばそういう会議体、あるいは通常言

えば、低レベルでいけば保護者とのミーティングですか、そういう会話がされてきたのかどうかを伺いたい

のですが、これは一言で結構ですが。

〇議長（野中嘉之君） 小野田福祉課長。

［福祉課長（小野田博基君）登壇］

〇福祉課長（小野田博基君） ただいまのご質問で、一言ということでございますので、実質はやはり教育

委員会、福祉課ということもあります。あるいは、公立、私立ということもありまして、十分になされてい

るかというと、されておりませんということでご理解いただければと思います。

［「多少はやっているの」と言う人あり］

〇福祉課長（小野田博基君） 多少というか、形は違うのですけれども、要保護児童対策地域協議会とか、

あるいは児童館の運営協議会、それぞれの長、あるいは保護者の方が出てきたりというようなところ、ある

いは小学校も踏まえると、保育園、幼稚園、それと小学校の適正就学指導委員会というのはありますけれど

も、それは限定的なものに限られてきますので、全体的な課題とかそういった中での話というのは十分にさ

れていなかったのかなと思っております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） やっていないことは、やればいいことで、解決できるわけでございますので、今

後の将来展望、国の制度がどう変わるかわからない中での質問で大変申しわけなかったのですが、課題を先

取りしていく部分では、現場、幼稚園でも、保育園でも、学童でも、児童館でも、いろいろそこでお子さん

と現場の先生、あるいは保育士が、あるいは館長が接しているわけですので、行政としてその分野に入り込

んでいって、そこから課題を吸収してくると。そういう中で、今度は教育委員会と福祉課での横の連携、そ

れは対象は違います。でも、就学前の子供を保育あるいは教育していくと、そのレベルでは、基本的なもの
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はある程度一定のものだと思うのです。そういう面で、組織を超えた中での横のつながり、こういったもの

もほかに関係部署があるかどうか私わかりませんが、将来的にはそういった横の連携、ですから組織はある

意味では生き物だと私は思っています。その時代、その時々で対応が要求されてくるものが違ってくるわけ

ですので、その要求、要望に対して組織的に対応するとなれば、ない課があるとするなら、そういうものを

つくっていく。あるいは、仮につくらなくても、再編はしないまでも、連携をとりながら、ターゲット、お

子様という部分をどう捉えていくか、こういう考え方が必要だと思いますので、支援制度に始まって、いろ

いろ物事が今後、細かいところまで含めて出てくるかと思いますが、場合によっては課の横断的な考え方も

必要かと思いますので、その辺もぜひ考慮して推進していただければと思います。

次の質問に入ります。行政発行の第１次板倉町中期事業推進計画、この中にも新たな支援制度を待たずし

て、基本政策の一つとして子育ての環境支援、誰もが安心して子供を育てることができる社会環境の整備に

努めます。ある面では、これはもう学校の領域になりますが、小中学校の教育環境の向上をうたい、特色あ

る学校づくりと教育内容の向上に努め、子供たちの生きる力をはぐくみます。こういった点からも、支援制

度を待たず、当町の基本計画の中でも支援制度に裏づけされるようなことを中期計画の中でうたっておりま

すので、先ほど申し上げたような内容も含めまして、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい。

先ほどの私の意見とダブりますけれども、庁内各組織で担当していろいろ事業を展開している。それが、

なおかつ有効であり、子供をベースにして、行政側の支援として何ができるかと。そういう考え方の中で、

できれば子育てとか教育にかかわる支援事業の一元化、これはなかなか難しい組織の問題になりますので大

変かと思いますが、そういったことにぜひトライしていただきたい。これは、先進自治体の例でございます

が、人口１万7,000人ですから、当町と同じぐらいの町で、後ほど質問の中に入ってきますが、就学前の人

口が675人、まず面積とかそういうものは別として、ここでは子ども・子育ての環境をどう整備するべきか

ということで、行政の組織を再編しております。

一つの例ですから、お聞きになっていただければと思うのですが、そうしなさいということを私は申し上

げるつもりはありません。組織を再編しなくても、対応できるものもたくさんあろうかと思いますが、この

自治体では子ども・子育てをより充実させようということで、支援制度を待たずして全国の一つのモデル例

として紹介されている町でございます。大きいところは、横浜市の待機児童ゼロ、そういった形でかなりニ

ュースになりましたが、我が町では待機児童ということは出ておりませんので、そういったところとは若干

違うわけですが、そういったいわゆる幼保を一元化した中で板倉町の子供をどう育てようか、そういう従来

の縦割り行政から横棒を一本入れた中での横の連携の中で、全体的な考え方を統一して、子供に対する教育、

保育を実行する、そういうものが一つの例としてあるわけでございます。ですから、この自治体が抜きん出

ているかどうか私はわかりませんが、自治体によっては鋭意取り組んでいる、あるいは成功事例として紹介

されていますので、いろんな角度から子供をどう保育、教育するかということで、切り口はそこしかありま

せん。対応は各部署にまたがる部分もあろうかと思いますが、そういった切り口の中でぜひ考えていただき

たいと思いますが、横のつながりということで、今日は教育委員会と福祉課ということでいろいろお尋ねし

ていますが、そういう意味の組織の再編という答弁をいただくつもりはないのですが、横の連携についての

考え方をお教えいただければと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小野田福祉課長。
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［福祉課長（小野田博基君）登壇］

〇福祉課長（小野田博基君） 横のつながり方ということでございますけれども、今度、子ども・子育て支

援法ということで計画等を策定していくわけでございます。先ほども答弁したとおり、今までなかなか横の

つながりというのができていなかった。そういうことも踏まえまして、今後の策定の中ではそういった横の

つながり、子ども・子育て会議これだけで、15名の方だけではなく、要は現場主義というものも踏まえた中

で、各それぞれの長、当然保護者あるいはＰＴＡも含めた中で、そういったものを考えていって構築ができ

ればなと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） ありがとうございます。いろいろ具体的な施策云々は別として、取り組む体制、

あるいは問題点をどういった形で行政側が判断するか、あるいは得られるかという部分で、担当部署は違う

わけですけれども、それを板倉町の行政としてどうすべきかは、やはり横の連携も必要なのかなと思ってお

ります。

具体的な例に入りますけれども、先ほども申し上げましたように、支援制度を待たずして、いろんな考え

方を出されている自治体もございます。そういった自治体もあるわけでございますが、先ほどから申し上げ

ていますように、骨格がなかなか決まらない中で質問する、あるいはお答えをいただくというのも心苦しい

ところもあるのですが、学童保育の部分も必ず入ってくると、あるいはその中で認定こども園、これは明和

さんで前やられたような話も伺っておりますが、幼保一体となった保育園の機能、あるいは幼稚園の機能、

一つの施設の中であわせ持った認定こども園ということも具体的な言葉として出ておるわけですし、隣町に

先進事例があるのですが、そういった具体的な取り組みについてのお考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小野田福祉課長。

［福祉課長（小野田博基君）登壇］

〇福祉課長（小野田博基君） 認定こども園ということでございますけれども、現時点では、先ほども申し

上げているとおり、子ども・子育て支援計画の中でいろいろ検討しながら、あるいはアンケート調査等もと

っていきますので、その中で検討していきたいと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 具体的に出てきているわけですが、将来展望からすれば、あるべき理想の姿はそ

ういったものであろうということで、国も具体的な言葉として支援制度の中に入れてきているのかなと伺っ

ておりますので、ぜひお子さん方のためになるのは財政の問題、お金の問題が必ず絡むわけでございますが、

基本的にはやるべきことをきちんとやるというような中で、お金はどうしようかということになろうかと思

います。中にはできないものもあろうかと思いますが、今までも子供関連で児童手当とかそういったものを

除けば、一般の福祉あるいは教育委員会、そういったものの予算規模を見てみますと、昨日の資料の中にも

ありましたので、見させていただきましたら、やはり５億円近い金が出ておるわけです。それが、本当の意

味で機能しているかどうかというのは、精査をしなければいけない分野かと思いますが、ぜひそういった観

点からも、お金がないからできないということで切り捨てないで、ぜひやるためにどうしようかと、お金も
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どうしようかという前向きな考え方の中で進めていただければと思います。

これは教育長にお尋ねしますが、これもある自治体の話で、そういう例ばかり挙げて大変恐縮ですけれど

も、中学校区、我が町ですと板倉町１つの考え方だと思うのです。中学校１つとして、その下に小学校が幾

つあるか私わかりません。その下に幼稚園、保育所、そういったものがあろうかと思いますが、先ほどは横

というような話をしたわけですが、やはり今度は縦割りの話の中で、縦組織の中で考え方を１つ統一してい

ただければと思っております。それは、先ほどから申し上げていますように、幼稚園、保育園、卒業される

と小学校、小学校を卒業されると中学校、そういう意味の一つの中学校区をモデルケースにした例だと思い

ますけれども、そういう中で、先ほど言った横の部分、幼稚園とか保育園、横の保護者、みんな含めての一

つの会議体があるとするならば、そこでの議論があるし、今度は幼稚園とか保育園を卒業した場合に、小学

校に上がるわけですので、その幼稚園や保育所で教育を受けた者が、小学校にスムーズにつながるように、

そこは縦の部分になるわけです。

例えば、板倉町で言えば４小学校と、先ほど申し上げた３施設の保育園と２私立の幼稚園があるわけです

が、そういった横の分野と縦の分野、今申し上げているのは縦の分野でのお互いの卒業年次を中心にとは言

わないけれども、そういう意味の小学校に行くための事前の会議体というのかな、あるいは幼稚園とか保育

園、その人たちは学校の先生に対してこういう教育をしていますから、こういう形でと。あるいは、小学校

の先生からすれば、これは教育委員会になるわけですが、幼稚園、保育園、こういう形でお子さん方を保育

とか教育してもらえないか。場合によっては、今度は小学校と中学校、この関係の部分で、小学校で切れて

いるかどうかわかりません。いろいろ資料見ますと、小学校から中学校に上がる過程で体験入学で１日やら

れているような行政評価も出ておりますが、それでいいかどうかは別ですけれども、そういった意味の縦の

連携の部分での考え方をお尋ねしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 私自身は、非常に大事なことであると思っています。ただ、残念ながら、現時点

では適正就学指導委員会というのがありまして、この場において小学校へ就学する年長児、あるいは小中学

校の在学児童生徒、望ましい学習環境とは何かということを審議する機関ですけれども、それが年間２回な

いし、あるいは３回開催されると、その程度でございます、もちろん大事なことであると思いますけれども。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 先ほどから繰り返しになりますが、子供たちのためによいことであれば、それは

行政のサービスとして板倉町の役場、サービス産業の最大の機能、組織を持っていると町長も日ごろ言われ

ておりますし、現場の受け手、サービスを受ける側が満足する、しない、こういったところが評価の対象に

なるであろうし、そういった観点からぜひ前向きに取り組んでいただければと思っております。

それでは、次の質問に入らせていただきます。小学校の環境整備、今までは小学校に上がる前の話をいろ

いろさせていただきました。先ほども申し上げましたように、当町におきましては、今、全国的に話題にな

っている待機児童、お母さん方が働きたくても働けない、そういう現象はないわけでございます。それより

も、逆に就学前の機能をある程度さらに充実させていくことは当然のことですけれども、小学校という環境

を考えたときに、本当に現状でいいのかどうかということでの質問になります。この関係につきましては、
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議員が前にも何度か質問しております。そのとき、教育委員会の答弁とするならば、揚げ足を取るようで大

変恐縮ですけれども、少人数学級のメリット、それと複式学級、これが常態化するまで余り考えたくないと

いうようなニュアンスで私は伺っておりますが、その中で、それを問題として捉えるのか、今後捉えないの

か、そういったところも含めまして、統廃合というのは余り私聞きたくないのですが、環境、適正配置をど

うしようかということで、やはり議論を進めなければいけないのかなと思っております。

近隣ですと、みどり市とか桐生市こういったところでは現実問題として統廃合が行われているところもあ

りますし、いわゆる指針として、町としてこういうことを望んでいるのですと。基本方針、いわゆるたたき

台を出して、皆さんで議論しましょうと。そういうものを出しておるわけですが、現在に至っても、当町で

はなるべく触れたくないなという印象があるのかどうかわかりませんが、一元的にすぐやってできる問題で

もないということも私も十分承知しております。そういった中で、細かく申し上げるつもりはないのですが、

南小、西小、特に資料をいただいていますので、北小ですと現在の２年生が８人、これが一番少ない学級、

南小ですと１年生で13名、これが一番少ない学級、多いところですと29名、北小で22名、１つの学級なわけ

です。いわゆる６学級。その辺を感じ取っていただきまして、こういう状況で本当にいいのかどうかという

ことでのご答弁をいただければと思います、現状の数字とかそういうものは結構ですので。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 今、数字はよろしいということですけれども、やはりこれから減っていくという

状況を考えますと、当然考えていかなくてはいけないと私は思っています。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 従来の答弁はそういったものから、若干具体的に今後出てくることだと思うので

すけれども、小学校は現状そういった状況。将来展望を見た場合に、就学前の幼児数、これも教育委員会さ

んからいただいていますので申し上げますけれども、東地区で平成26年度から31年度まで45、43、52、31、

38、27名、西地区で54、39、40、54、36、29名、南地区で11、12、15、16、18、14名、北地区では18、６、

20、16、７、８名、合計で東地区で236名、西地区で252名、南地区で86名、北地区で75名、649名、こうい

った形になっておりますが、これが年度を追うごとに入学という形になるわけですが、この就学前のこの数

字を見てどう感じますか、ご答弁いただきたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 私自身はメリットはありますけれども、今後考えたときには、デメリットのほう

が多いのかなと思っています。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 現状あるいは将来の就学前の幼児数、これを見たときに、２学級を保てる、東で

も西でも単学級になるおそれが、もう既にここで見て取れるわけです。その先は、これはわからないのです

が、今の状況を考えれば、我が町の状況を見ても、ある意味では右肩下がり。特殊な要因で人口規模が爆発

的に増えると。それはニュータウンの状況は別として、あそこが増える可能性とすればあるという感覚しか

今は申し上げられませんし、将来の人口動態を述べることはなかなか難しいということも十分承知しており



- 73 -

ます。

そういった中で、やはり現状が現行の在籍されている児童数、あるいは就学前のそういったお子さん方を

見たときに、考えなければいけないよということはよくわかるのですが、もう少し具体的な情報を町民ある

いは保護者の皆様に町としてどうしていこうかということを私は情報発信しないといけない時期かなと思っ

ておりますが、その辺いかがでしょうか。具体的な方針でございます。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） ３月議会で川野辺議員から同じような問いかけがありまして、私自身、時が来た

ならば考えたいというお話をしたと思いますけれども、以来、私自身、頭の中にそのことがありまして、ど

うしようどうしようという気持ちはあったのですけれども、４月に各学校の校長先生方に、この適正規模に

ついて考えておいてくれという話を私自身しておきました。そして、近々、その会議を開こうということで

あったのですけれども、その近々が８月の末になってしまいまして、夏休みということもありまして、考え

ておいてもらったことをいろいろ披露してもらおうということで会を持ちました。

校長先生方プラス本町の各学校を回った経験豊かな先生方も含めまして、その会、つまり適正規模を考え

る会というふうな調査研究会ですか、これを立ち上げまして会を持ちました。私自身としましては、その方

向といいますか、話し合った結果をもとに、また検討を含めまして、近々その後、検討会ですか、適正規模

を考える会、そういったもの、検討会を立ち上げたいと思っています。これは恐らく来年か、あるいは来年

度になるかわかりませんけれども、考えていきたいと。そして、将来的には、特に北小の平成27年度の入学

児が６名と、まして男児が１名ということになりますと、これはもう教育そのものが成り立たないというよ

うなことを私自身は思っています。したがって、その辺の直前の対応も含めまして、それとプラス将来的な

見方、それをある方向づけをしていきたい、そのための検討会を立ち上げたいと思っています。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） やはりお子さん方、特に当該年度を持たれている保護者の皆さんにとっては、私

は切実な問題だと思っております。場合によっては、６年を過ぎてしまうと、もうその問題意識も若干薄れ

てくるであろうし、当事者の保護者、ご父兄の方々に、やはり町としての考え方を合併しますよ、統廃合し

ますよという発信をする必要はさらさらないのでしょうけれども、いろいろ統廃合については問題があるわ

けですので、ただ、今の状況ですと、そういう課題について何も発信していないから、行政は何を考えてい

るのだろうと、議員は何を考えているのだろうと、こういう形で捉えられるわけです。ですから、中身の濃

い話かどうかは別として、行政側とすればこういう考え方、こういう構想を持っていますと、そういうこと

をやはり情報発信して、先ほど教育長おっしゃられるように、現実問題として私、中身よくわかりませんけ

れども、そういうことをスタートさせて審議に入っていると。それさえ町民、我々も知らないわけですので、

そういった意味では事の大小問わず、行政側もこの関係については真剣に考えていると、そういった部分を

結論は別として、もう少し積極的にアピールをする。そういったところで、ぜひ鋭意努力して、前向きに来

年の何月というようなことのないようにして、先生方もお忙しいし、研究会そのものもどういったメンバー

で構成されているかよくわかりませんが、こういったことで具体的にスタートしていますと、そういう発信

は、私は逆に言えばされるべきであろうと思います。その辺は、ぜひそういう形で取り組んでいただきたい
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と考えております。

各自治体、あるいは見てもなかなか統廃合については、総論は賛成、私もそういう意見は余り好きでない

のですが、各論になると反対と。場合によっては、いろいろな問題を起こし過ぎて、過度な紛争を巻き起こ

すと、そういうようなこともございます。そういった中で、なかなか情報発信するということは大変なのは

よくわかるのですが、そういったところもあえて突破していただくということで取り組んでいただければと

思います。

１つ具体的な例をお尋ねしますが、南小と北小で交流会を図ったというお話が前の議会でも答弁されてお

るわけですが、どんな内容で、何回やって、結果がよかったのか悪かったのか、あるいは、今後、特に北小、

南小の現状を踏まえた中でのその一つの事例として取り組まれた例は例として、大変お骨折りいただいてい

るわけですが、今後、当然そのお子さんが教育現場で、今の状態がある意味では継続されるということにな

っていますから、その辺の具体的な対応とか今後の方針とかあればお尋ねしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 現在は、小規模校のメリットを最大限に生かそうということで、知的教育といい

ますか、その部分を伸ばしているというところですけれども、もちろんデメリット、先ほど言いましたけれ

ども、やはり集団の生活に対する見解といいますか、その辺がうまくいっていないということから、南小と

北小の交流といいますか、昨年も行いましたけれども、体育的な活動を含めて交流を図ったということです。

もちろんたった半日触れ合っただけで、その解消がされるということではありませんけれども、今後もこれ

は体育活動も含めて交流するということで、実質12月にもこの交流会が予定されております。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 先ほどお尋ねすべきだったのですが、研究会の中身なのですが、どういった人た

ちがメンバーとして登録というのかな、参加されて、具体的な課題を与えて研究会で議論していくのかどう

か、その辺の詳細について答弁いただければありがたいのですが。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 構成員は校長５名、それから経験豊かな各小学校の教員５名です。プラス10名で、

プラス事務局が入っているという状況です。

［「回数は定期的に」と言う人あり］

〇教育長（鈴木 優君） これはまだ不定ですけれども、この後、近々まとめ上げたものを持って、また会

議を開きます。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 今の質問に戻りますけれども、南小と北小、私はよくわからないのですけれども、

交流会をやっていると。例えば、各それぞれの学校にＰＴＡ、保護者の方もおられるのですが、その現状を

考えたときに、交流事業をやりましたというやったことは非常に評価されるべきことなのでしょうけれども、

それをやった結果について、例えばお互いの北小、南小の先生方のご意見、あるいはＰＴＡ、保護者、その

辺まで多分お話した上で実施されたと思うのですけれども、その辺の関係についてはいかがだったでしょう
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か。なければないで結構です。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 申しわけありません。交流そのものについては、私自身はその場に出席しており

ませんでしたので、残念ながら申し上げることはできません。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） これは事務局サイドもそこに立ち会っていないのですか、先生同士。

〇議長（野中嘉之君） 根岸教育委員会事務局長。

［教育委員会事務局長（根岸一仁君）登壇］

〇教育委員会事務局長（根岸一仁君） 交流会におきましては、指導主事が立ち会ってはおります。例えば、

小さい学校の子供たち同士が一緒になるというのは、集団演技であるとか、音楽の教科であるとか、そうい

ったものになるわけなのですけれども、そういう面では非常に子供たち同士が小さい規模で活動するよりも、

いろんな経験ができてよかったと聞いております。また、教育委員会から「かけはし」という一枚物ですけ

れども、その中で地域の方々にはお知らせしたという経緯です。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 苦言を呈するようで大変恐縮ですけれども、一つの解決策として現状をそのまま

にしておけないという考え方から、多分交流事業という切り口で始められたのだと思うのですが、それを継

続する、あるいはプラスアルファ、そこに当事者が参加されないというのも、問題をどんなことをやって、

どんな状況で、結果がよかったのか悪かったのか、そういったこともやはり次のステップにつながると。現

状、統廃合できないわけですから、それをカバーする手段として、本当にそれが適正なのか含めて、やはり

当時者として私は検討しなければいけないのかなと。だって、ほかの学校はちゃんとできるわけですから、

北小と南小が仮にできないとするならば、そこはやはり問題があるという認識に立って、同じようなレベル

に物事を進めたいから交流事業ということに入られたのだと思うのです。そういった点で、その分野につい

ては、問題の捉え方あるいは対策がどうしても私は後手に回っていると。やられたことはいいのですが、そ

れを踏まえてもっと前向きに取り組むべきであろうと思います。

時間もありませんので、最後の質問になります。そういった意味で繰り返しになりますけれども、統合と

いうことでお尋ねさせていただきます。文科省は、12学級、18学級、これを標準化としております。全国ベ

ースで見てみますと、この標準とされている学校は29％。標準以下の学校は50％、約５割の学校が文科省が

標準とされている学級数に至っていないという資料がございます。そういった学校について、あるいは自治

体については、先ほど情報発信してくださいということを申し上げたのですが、基本方針などを作成されて、

学校の今の規模はどうあるべきか、学校の環境についていろいろ方針を述べられております。それが何年後

になるか、その具体的な問題は別として、現状を真剣に捉えて対応していると私は伺っております。

私が言うまでもなく、適正化あるいは教育環境の整備ということで、統廃合という言葉しか見当たりませ

んが、そういった中で地域の核となって、いわゆるコミュニティの中心となってきたのが学校でございます。

100年を超える伝統校もございます。いわゆる学校を中心に地域のコミュニティが存在してきております。

そういったいわゆる環境整備だけで私は考えられない分野もたくさんあります。特に最近では、防災の拠点
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として学校も使っていこうと、そういう教育の場に限定されない機能を学校が持っていることも十分承知し

ております。そういった点で、行政側もそうだと思いますが、軽々に統廃合すべきだという話はできるので

すが、なかなかそれを具体的にできないいわゆるジレンマみたいなところもあろうかと思っております。

しかし、先ほどから申し上げておりますように、子供の教育環境をどう考えるかといった場合に、今の状

態は私はあるべき姿でないと認識しております。先般、区長会議がありまして、区長会においても行政区の

再編ということが討議されたと伺っております。やはり我が町板倉全体、東西南北を通してそういう時代に

入ってきているのかなと思いますが、いろいろ皆さんが真剣に考えて、未来のお子さん方、あるいは地域の

コミュニティをどうすべきかという議論の入り口に立っていると思いますし、ややもすると学校に関しては

遅れているのかなと思っております。大変いろいろご苦労があろうかと思いますが、そういった課題につい

て前向きに、積極的に情報発信して、議論して、あるべき姿をぜひ目指していきたいと思っておりますが、

最後にそういった点で教育長さん、町長にご答弁いただきたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 情報発信という言葉を肝に銘じて今後やっていきたいと思っています。統廃合と

いう言葉を使いますと、それが結局ひとり歩きするのではないかという懸念がありました。ということで、

私自身も使いたくないと。むしろ再編という形でいければと思っていますけれども、いずれにしましても今

後検討していきたいと思っています。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 昨日の冒頭、私みずからの９月定例会を迎えるに当たっての所信表明ということで

す。長々としゃべらせていただいた中に、保育園も含め、小学校も含め、統合も視野に入れる必要があるよ

うな状況であろうという認識を私自身は述べさせていただきました。これに伴う諸問題は、もちろん財政問

題から始まりまして、先ほど言った地域の中心であって、北小学校があるとないとでは地域がどう判断する

かという、そういった問題も含め、では地域で多数決で決めるべき問題かどうか。先ほど小森谷議員も触れ

ましたが、自分の子供がそういう状況のときには真剣に結論を求めます。

しかし、子供がいなければ学校は統合しないほうがいいという論理も成り立つとすれば、多数決で子供の

教育が決められるべき問題かとか、いろいろ難しさもございますが、言いかえれば一定の期間議論する必要

があろうかと思って、既に問題提起を議員さんも含めて、ここで私が統合も視野に入れるべき状況、あるい

はそれに向かって検討すべき状況に来ているというような所信を述べるということは、まさに町民の皆さん

に、では、例えば西は西、東は東、あるいは統合とすればどういう形が望ましいか、一番財政的に合理的に、

しかも子供たちの心、地域の心を踏まえた統合とは、板倉町で１つにするのか、３つにするのか、２つにす

るのか、いろんな問題も含めてあるわけでありますので、それらを本当にある意味では近々のうちに対応し

ていかなければならないというのが、特に北小の６人あるいは７人の子供の中で男の子がたった１人という

ことに対して、まずはどうすべきかということについては、昨年のうちから私自身もこういう方法を持つべ

きであろうという立場で、町長が教育委員会に介入するのはどうかとは別に、私の考え方を既に述べてあり

ますので、いろいろ一定の期間に結論を出さなくてならないと考えております。
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そういう意味では、評論家的立場でなく、議員さん自身もぜひ自らのことと、自分だったらどう結論だす

のかということも踏まえて、今後相談もしてまいることになるであろうと考えます。よろしくお願いします。

〇議長（野中嘉之君） 小森谷幸雄君。

〇６番（小森谷幸雄君） 時間も来ておりますので、終わりにさせていただきます。就学前のお子さん方、

あるいは小学校、中学校、我が町のお子さん方をどう育てるべきかと、そういう観点でぜひ大変なご苦労を

お願いするわけでございますが、先ほども申し上げましたが、情報発信についてはやっていることはきちん

とやっているということで発信していただく、あるいは町民の方にご理解いただくということで、ぜひ前向

きに検討あるいは実行できるものは進めていただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で小森谷幸雄君の一般質問が終了しました。

ここで暫時休憩いたします。

11時25分より再開いたします。

休 憩 （午前１１時１７分）

再 開 （午前１１時２５分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

次に、通告３番、青木秀夫君。

なお、質問の選択は一問一答方式です。

あらかじめ申し上げます。青木秀夫君の一般質問は12時を過ぎると思われますが、ご了承ください。

［９番（青木秀夫君）登壇］

〇９番（青木秀夫君） ９番の青木です。よろしくお願いします。

2020年のオリンピックの東京開催が決定され、日本中が何か大分明るい雰囲気になっておりますが、この

空気がずっと続けばと期待しているところであります。板倉町も少し景気刺激に協力するようにしていただ

くと、なおいいことになるかなと思うのです。

さて、質問に入らせていただきますけれども、今、何度も同じことを言うのですけれども、議会無用論と

か不要論という声がマスメディアを初め各界で広まっております。国会においてさえ、参議院廃止、一院制

の是非が有識者の中でも議論されている時代です。特にこの地方議会において、そういう声が大きくなって

いるのは、議会本来の目的、役割を果たしていないという実態があるのも事実であるからではないでしょう

か。

しかし、議会の役割が不十分、無駄な存在であるからといって、議会廃止論に直結されるのは短絡的すぎ

るのではないかと思うのです。議会廃止となると、廃止のメリットの何倍もの大きなデメリット、弊害、副

作用が生まれるのは、戦前の日本の全体主義政治、暗黒政治を思い出してもらえばわかるはずです。おごれ

る者は久しからずのたとえどおり、権力の集中は必ず腐敗を生むことは歴史が証明しています。そういう長

い歴史を通して、人間社会が考え、生み出した仕組みが、権力を分散させるという仕組みであったのではな

いでしょうか。それは鎌倉時代や江戸時代においても、世界中どこでも、不完全であっても権力分散という

行政組織形態がつくられているのです。
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明治になって西洋諸国の三権分立に倣った政治制度を導入した日本ですが、三権分立の政治も、民主主義

も定着することなく、議会は事実上機能停止、骨抜きとなって全体主義体制に突入し、悲惨な戦争を招いた

結果はご存じのとおりです。戦後、民主主義、三権分立の政治制度が、アメリカの押しつけではあっても、

取り入れられて70年近く、三権分立の仕組みが有効に機能しているかどうかは別にして、戦前の全体主義の

反省を踏まえれば、三権分立の仕組みは何が何でも存続させなければならない制度だと思うのです。

しかし、最近の選挙の低投票率などを思うと、日本の民主主義の大切さが忘れられているのではないかと

将来が心配です。どのような社会、組織においても、監視とか監査という仕組みが置かれているのは、人間

社会の経験、知恵が生み出した結果なのでしょう。そういう中で、地方議会は自治体の監視機関として法律

で設置が義務づけられているから、せっかくそういうものが義務づけられている以上、ただ存在するという

だけでは意味がないことです。監視機関という役割を果たさない限り、真の役割を果たしているとは言えな

いはずです。議会の監視機能を果たすためには、現行のような執行部の協力体制では不十分であると私は思

っているのです。執行部と議会は、主権在民という仕組みの中で、効率的な行政運営、住民福祉の向上の実

現など共通の目的、課題を持っていて、決して利害対立関係にはないはずです。車の両輪などとも形容され

ているわけです。共通の目的、課題を議論するためには、事前の、そしてわかりやすい行財政提供を必要と

しているのです。

９月議会は、決算議会、決算の承認が主な議題です。今回は、９月議会の開催日の11日前に決算書が議員

に配付されましたが、例年は開会日の何日前に配付されていたのでしょうか。これ誰が答えるのかな。では、

小嶋課長。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 決算書の配付時期でありますけれども、例年、議会の開会日３日前までに

告示をしなければならないとありますので、その３日前までに議案書と一緒に決算書も配付しておりました。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） そうですよね。３日前というか、中３日前、配付日入れると４日前に配付されてい

た。それまでにすればよいという法律になっているわけです。それより前にしては悪いということはないの

で、３日前でも10日前でも20日前にされてもよかったのですけれども、限度ぎりぎりにいつも配付されいた

わけです。この６会計合わせると、338ページの相当のボリュームです。それを実質３日間で、よく見てお

いてください、調べておいてください、質問があったら何でもお受けいたしますということなのですが、そ

れで問題は、この決算書を見てもほとんど説明らしき説明がないわけです。こういう実態について、では小

嶋課長、議員になったつもりで感想を述べてください。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 確かに決算書につきましては膨大なページがございます。それを開会の３

日前までにいただいたということで、それを全て理解するということは不可能だと私も思っております。た

だ、議会中ではありますけれども、決算事務調査というのがございまして、その段階で必要な質問事項もし
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くは情報については、ある程度収集できるのかなと感じております。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 執行部入りしてまだ日の浅い教育長、こういうボリュームのある決算書や予算書が

３日前に、ほとんど説明もないものが届くわけですけれども、こういうものを見て教育長の立場として、受

け取った立場としてどのような感想を持っているか述べてください。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 勉強しなくてはいけないなと思います。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 勉強するとかしないとかという以前に、物理的にこれを見るとか、理解するとか難

しいのかなと思うのです。そういうのが実態なわけです。行財政資料の議員の配付時期については、早目に

配付するだけで問題は簡単に解決しますけれども、予算・決算とかそういった行財政資料の内容になります

と、ただ配るだけでは意味がないわけです。歳入歳出の分類方法とか、分類の目的とか、あるいは分類結果

などについて要所要所でわかりやすい解説というか説明がない限り、せっかくの分類も生きないし、歳入歳

出の全体像などを読み取ることは、なお難しいのではないでしょうか。先生の説明箇所が伏せてある学校の

教科書のように、予算・決算書が意図的に説明なしに、後で説明しようと思ってつくってあるとも思えない

のです。ただ単に説明不足というより、親切心が不足しているだけではないかと思うのです。一般会計にお

いても、いろいろ載っています。行政目的別とか、経済性質別とかいろいろな分類の仕方はされております。

しかし、分類することが目的でなく、分類した結果は何かに生かすために分類しているのでしょうから、分

類したことを生かさなければ分類した意味がないと思うのです。この分類結果は、国や県に報告するための

資料ではないのでしょう。本来は、議会や住民に知らせる資料のためにつくってあるのだと思うのです。

歳出にもいろいろな分類法がされております。そういう中で、固定費と、それ以外の経費に分類する方法

も一つとしてはあると思うのです。平成22、23、24年度の決算で、固定費と、それ以外に分けた大ざっぱな

概算額で結構ですので、示していただきたいのですけれども。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 青木議員のご質問の固定費と、それ以外の概算額のご質問でございますけ

れども、この固定費と変動費という２つあるのですけれども、こちらの管理会計という企業会計で用いるも

のでございまして、地方財政では用いらない資産、経費でございます。

そういった点を考えますと、２つ目の質問になるかと思いますけれども、経常費と、それ以外の経費とい

う言い方もできると思いますので、固定費を経常費、変動費をそれ以外の経費ということでお答えさせてい

ただきますけれども、ご了承いただければと思います。

それでは、平成22年度の決算でございますが、経常的経費につきまして42億6,600万円、臨時的経費が15億

5,500万円、率でいきますと、経常経費が73％……

［「そんなのいいよ」と言う人あり］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） よろしいですか。平成23年の決算につきましては、経常的経費が42億9,900万
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円、臨時的経費が17億1,500万円、平成24年度につきましてが、決算額、経常経費が41億6,200万円、臨時的

経費が12億2,300万円となっている状況でございます。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） いろいろな似たような言葉はあるわけで、義務的経費だとか、固定費だとか、経常

経費だとかという、これみんな似たような、内容がちょっと違うだけで似ているのだと思うのですけれども、

いろいろな分類方法があるのは、何か分類させる方法をつくった総務省か昔の自治省か知りませんけれども、

そういうところには意図があったのでしょう。

それはそれとしまして、次に経常収支の比率について伺います。まず、経常収支比率の算式をわかりやす

く、余りくどくではないのです。わかりやすく説明してください。説明ではない、これは算式を出せばいい

のだから。それだけです。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 経常収支比率の算式でございますが、ごく簡便に申し上げますと、毎年度、

経常的に支出される経費に充当された一般財源の額が、毎年度経常的に収入される一般財源と臨時財政対策

債の合計に占める割合でございまして、計算式を申し上げますと、経常的経費充当一般財源割る経常一般財

源総額と臨時財政対策債の合計で割ったものでございます。ですから、分子を経常的経費充当一般財源とし、

分母を経常一般財源総額と臨時財政対策債の合計額という算式となってございます。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） その算式を用いて、平成22、23、24年度の決算から、この経常収支比率を算出して

みてください。先ほどちょっとその数字出したみたいですけれども、改めて。数字だけで結構です。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 各年度の経常収支比率でございますが、平成22年度85.7％、23年度が87.7％、

24年度が87.4％となっております。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） それでは、この平成22、23、24年度の経常収支額は幾らになっているのか示してく

ださい。細かい金額はいいです。100万円単位ぐらいまで、何億何千何百万。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） ただいまのご質問でございますが、経常収支額ということでございますが、

経常経費充当一般財源額ということではないでしょうか。大変申しわけございませんが、経常収支額という

意味がちょっとわかりかねる部分がございますが。

〇９番（青木秀夫君） 経常収支額というのは、先ほど説明したでしょう、小嶋課長が。経常一般財源引く

経常経費充当一般財源は経常収支額ではないの。さっき割り算したのだから、今度は引き算です。もっと簡

単だ。比率は割り算しなければ出ないけれども、収支額を出すのは引き算でいいのではないの。これ暗算で

もできるのではないの。
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〇企画財政課長（小嶋 栄君） 先ほど申し上げました経常的経費から臨時的経費を引くということでござ

いましょうか。

〇９番（青木秀夫君） そうではないでしょう。さっきは、割り算したのでしょう、比率出すのだから。今

度は引き算で済むのだよ、収支額だから。

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 少々お時間をいただけますか。収支率については把握しているのですが、

その引き算については正確な数字を今把握できませんので、後ほどお答えさせていただきますが、よろしく

お願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） だって、この85.幾つとかというのは、割り算したのでしょう。40億円分の三十何

億とか、そういう計算をしたわけでしょう。ということは、40億円引く35億円は５億円とか、そういう数字

ではないのですか。

では、いいです、時間もないから。経常収支比率については、わかりやすい予算書にも抽象的な説明が少

し載っております。でも、この経常収支比率というのは、何を言おうとしているのか、数字を使って具体的

に説明していただけないですか。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 経常収支比率を数字を使ってわかりやすくというようなことでございます

が、この経常収支比率につきましては、比率が高いほど財政の構造の硬直化が進んでいると言われておりま

して、板倉町につきましては先ほど申し上げたとおり、85％から87％の最近３カ年の平均でございますけれ

ども、ほかの市町村の状況を見ますと、群馬県平均で89.7％、全国平均で90.3％ということでございますの

で、板倉町につきましてもほかの市町村並みということでございます。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） そういう説明ではわからないので、何か具体的な例を。いいですよ、時間ないから。

それと、さっきの経常収支額、計算出しておいてください。そういう説明されるからわからないのです。

では、続いて、今説明されたように経常収支比率を説明すると、何か抽象的でわかる人にはわかるのだけ

れども、わかりにくいのです。ところが、経常収支額というのは、単なる収支額の差額なのですから、説明

の必要ないのです。その金額はずばり出てしまうわけだ、３億5,000万円とか５億円とか。比率というのは85％

というのは、それをまた残りの15％が幾らになるのかというと、計算し直し、２回も３回もやらなくてはな

らない。これ面倒くさい。経常収支額分の差額、だからさっき出ましたか、平成22、23、24年度。もう一回。

これ簡単だと思うけれども。40億円引く35億円みたいなものです。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 青木議員さんご質問の経常収支額につきましては、ただいま担当が作成中

でありますので、もう少々お待ちください。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） それが出ないと次に進みにくいのだけれども、ではちょっと休憩させてもらってい
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いですか。出るまで、数分。

〇議長（野中嘉之君） 暫時休憩いたします。

休 憩 （午前１１時５０分）

再 開 （午前１１時５７分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君）それでは、経常収支比率に係ります青木議員の質問の経常収支額ということ

でございますが、先ほどの経常収支比率を算式するに当たり、経常経費充当一般財源、これは歳入でありま

す。それを分子として、経常一般財源、これは歳入であります。それと、臨時財政対策債、これは歳入であ

ります。それを合わせた額を分母として割った数字が先ほどの比率です。つまり……

［「それはわかっております」と言う人あり］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 先ほど青木議員のご質問の数字でございますが、歳入を歳入で引くという

ようなことになりますので、収支ということにはなりませんけれども、先ほどの質問の数字を申し上げます。

平成22年度が６億166万6,000円。

［「６億」と言う人あり］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） ６億100万円ということでよろしいですか。

［「６億円だ」と言う人あり］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 平成23年度が４億9,900万円、24年度が４億9,600万円というような数字に

はなりますが……

［「いいですよ」と言う人あり］

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 収入を収入で引くというのは収支ではないというと、そうかも、差額、質問が悪か

ったかもしれないけれども、そういうこと。平成22年度が６億円、23年度が４億9,000万円、24年度が４億

9,000万円ということなわけです。経常収支比率と比べると、非常に具体的に数字を出すと、いろいろ計算

しているのに難しいのです。ところが、これは何と言ったらいいのか。経常収支額ではまずい、不適当だと

いうのであれば、この差額は説明の必要がないわけです。一般財源引く経常経費の額だ。だけれども、収入

と支出にもなるのではないの、小嶋課長。経常経費というのは、支出だろう。今、私も勘違いしてしまった

けれども、収支でいいのだ。そういうことだ。

そうしますと、この額が経常経費以外に充当できる、使えるという金額になるわけです。その金額が、い

わゆる投資的経費とか、あるいは場合によっては基金に積み立てるとか何にでも執行部の裁量、判断で使え

るわけです。何にでもと、悪い意味ではないです。町道整備に使うことも、基金に積み立てることも裁量で

使えるということになるわけです。そういうことですね。答えてください。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］



- 83 -

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 議員のおっしゃることで、おおむねそのようなことになるかと思います。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 経常収支額が平成22年度約６億円、23年度も４億9,000万円、24年度は４億9,000万

円と毎年４億円、５億円の経常経費以外の予算が、町道の整備だとか、あるいはそういったものの投資的経

費に向けられるということになるわけです。そういうふうに具体的に説明してもらえると、執行部と議会の

議論も盛り上がっていくのではないかなと思うのです。年間４億円、５億円が経常経費以外に充てられると

なれば、これ５年間ですと20億円、25億円という経常経費以外に使える金が予測できるわけです。そうすれ

ば、この３年、５年先までを展望した、もっと内容のある議論もできるようになるのではないかと思うので

す。この財源がどれだけあるのかわからなくて真っ暗闇で議論をしても始まらないわけです。経常経費比率

だけでなく、財政力指数とか将来負担比率、あるいはプライマリーバランスなどの数値はどういう目的で、

何を示すために算出しているのか。行政用語でなく日常用語で、わかりやすく丁寧に、親切心を持って説明

されない限り、議会の活性化にはならないと思うのです。

前回の議会でも聞いたのですが、議員はプロなどと心にもない発言はやめてもらいたい。これは皮肉な発

言でしょう。皮肉とか嫌みはやめていただきたい。前にも配付しましたけれども、東大の金井教授の論文で

はないけれども、ちょっとした文章を町長なんかに配ったことあります。あれには何て書いてありますか。

議員の無能性について。議員を有能にするには、ミイラを生き返らせるようなものだという一文があったで

しょう。あれは極端としても、議員も生きているわけだから、わかりやすい資料をもらえれば、少しはいろ

んなことが進歩すると思うのです。

余談ですけれども、何か皮肉なことに金井教授というのは、来月、群馬県の議員の研修会に講師で来るの

だそうです。どんな話されるか期待しておるのですけれども、それはそれとして、そういう議員の実態に合

わせた親切な対応をとることができないのか伺いたいと思うのですけれども、これは町長。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 私も議員上がりの町長でございますので、議員時代は青木議員と同じような心理状

態でありました。あわせて、予算書でいえば、備考の欄に重要な多額なものは書き込んでありますが、一々

その他のものにも全部書き込んだほうが、答弁する側も楽ではないかということで、就任してからもそうい

う指導は一応しておるところでございます。ただ、今年あたりを見ると、財政課長がかわったせいか、どう

いうことになっているのか備考の書き込み欄も少なくなっているというような感じもしまして、私とすれば

議会の議員の立場も両方理解しておりますし、そういう意味では課長も出たり入ったり、出たり入ったりす

るよりも、明示を、理由を備考の欄にしっかりと全部書き込めば、せっかく欄を作ってもほとんど空白とい

うことで、そのやりとりだけである意味では無駄な時間を費やしている面もありますので、そういった指導

もさらに強めてまいりたいと考えております。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 今、作成中の議会基本条例に予算・決算常任委員会が設置される予定になっている

のですが、現行のような行財政資料の議会への提供では議論も深まらず、予算・決算常任委員会も開店休業

になってしまうのではないかと心配しています。説明不足の現状のような予算・決算書は、学校の教科書に
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も一見似ているような気がするのです。ですが、先生の説明箇所を伏せてつくってある教科書とは違ってい

るのではないかと思うのです。説明不足の原因は何か。まさか議員がプロであるから、不要であると思って

つくってあるのではないのでしょう。それはマンネリ化と親切心の欠如にあるのではないでしょうか。新入

職員当時の初心、サービス精神も時間の経過とともに薄れて、経験を積む過程で、知らず知らずのうちによ

らしむべし知らしむべからず的思考が身についてしまった結果なのかなと私は思うのです。

そういう執行部の中にあって、まだ一番日が浅いのは教育長かもしれないし、でも教育長は元公務員だか

らそうではないのかな。でも、町長だと思うのです。そういう中にあって、この行財政情報の公開に最も積

極的で親切な対応をとっているのは栗原町長だと私は思っております。執行部へ来て日が浅くて、まだ公務

員社会になじんでいないからということも少しはあるのかなと思うのです。ですから、民間の感覚を維持し

たまま、忘れることなく、親切な議会対応、公務員社会になじまない議会対応を今後とも続けていただきた

いと思うのです。そして、職員の先頭に立って、指導、監督していただきたいことを望むのです。そうしな

いと、この議会基本条例も生きないと思うのですが、もう一度、町長、お答えいただけますか。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 何回も同じことを申し上げますが、前から公務員は防御型である。あるいは質問さ

れたものだけを答えれば、それも最小限にと。それが公務員のある意味では体質と一般論では言われており

まして、それはある意味では青木議員の言う不親切であり、知る権利を行使しなければ知らしめないという

論理にもなるのかなという感じもしておりまして、先ほど言ったように、この範囲までは聞かれなくても説

明する、あるいは書き込むということは重要なことでありまして、それも含めて、わかりやすい予算書も含

めて、さらに考えていきたいと。職員の指導もできるだけそういう方向性に持っていきたいと思っておりま

す。また、そのほうが、職員自身も録音テープが回っている中で失言しないかとか、そういった余計な緊張

もせずに済む。お互いに楽な方法であり、かつ内容の濃い議論も議会においてできることだろうと思ってお

りますので、職員にも利があると判断をしておりますので、その指導は強く進めてまいりたいと思っており

ます。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） いろいろと比率とか指数が義務づけられて算出されているのかもしれません。しか

し、ただ算出しただけでは、職員の骨折り損のくたびれもうけで、活用しないと意味がないものだと思うの

です。それらの数値は、法律で議会への提出が義務づけられているのなら、せっかく議会に提出するなら、

わかりやすい説明をつけるぐらいの親切心を持ってもらいたいのです。この平成24年度の決算についての健

全化比率及び資金不足比率、審査意見書が、昨日、議会に提出されております。私も提出者の当時者の一人

となっておるわけですが、この提出資料が何のための比率なのか、何のために生かされるのか、自分自身理

解できていないのです。

執行部の方々も、健全化比率の数値がどういう目的で、どういう生かし方をするものか正しく理解してい

るとは思えないのです。この健全化比率については、法律で住民にも公表が義務づけられているわけです。

そうであるならば、公表する前にいろいろな数値について執行部と議会でともに理解を深める機会をつくる

ことが望ましいのではないかと思うのです。その後にいろいろ公表するということが望ましいかなと。そう
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することが、議会活性化にも結びつくことになると思うのですが、執行部の考えはいかがなものでしょうか。

誰か代表してお答えいただけませんか。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 健全化判断比率を初め財政指数につきましては、確かに私を含めまして非

常に難しい指数だと感じております。先般の監査委員会に指摘があったように、町民への公表ということで、

インターネットのホームページを使って公表するのですが、そのときにはよりわかりやすくするようにとい

う指示を既に出しております。ほかの市町村で非常にいいデータの出し方をしているものがありますので、

それらも含めまして一度研究しろという指示を出しております。また、健全化判断比率を初め財政指数につ

きまして、議員の皆様に説明することは全然問題ありませんので、ぜひそういった機会を設けていただけれ

ば説明したいと思っております。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） この平成24年度決算監査に当たって、健全化比率及び資金不足比率についての審査

資料を監査委員という立場で渡されたのですが、一読しただけではトンネルの中の手探りみたいなものです。

じっくり考えながら読んでも、20％ぐらいしか理解できていないのが実情です。その20％の理解も、こうい

う審査資料を監査委員として受け取って読んだ結果なのです。ですから、こういう資料は監査委員だけでな

く、全議員に配ると。それから、いろいろな行政事情も含めて、積極的に提供することが議会の活性化につ

ながるのだと思うのです。

ただ、行財政資料の提供の際、行政用語を日常用語に置きかえる工夫努力が必要だと思うのです。そうで

ないと、効果は半減どころか、全くゼロということにもなりかねません。とにかく幾つかのキーワードだけ

でも日常に置きかえる努力、工夫していただきたい。この地方自治法や財政健全化に関する法律などで、議

会や住民に財務内容の公表が義務づけられているから、内容はともかく、形式だけ整えて公表すればよいと

いう考えであるとすれば、これはまさによらしむべし知らしむべからずの時代と同じ発想だと思うのです。

今は情報公開の時代なのです。この霞ヶ関語を日常語に翻訳する努力、工夫が必要不可欠です。そういうこ

とが議会にとっても、執行部にとっても理解が深まり、議会活性化につながっていくものだと思うのです。

同じような質問になるのですけれども、そのような対応は無理なのでしょうか、どうでしょう。

では、中里課長でもお答えいただけますか。

〇議長（野中嘉之君） 中里総務課長。

［総務課長（中里重義君）登壇］

〇総務課長（中里重義君） お答えいたします。

確かに議員がおっしゃるとおり、我々が使います財政用語等、確かに我々はある程度仕事の上では理解し

ていますが、広く町民あるいは議員の各位にはわかりづらいというところはご指摘のとおりだと思っており

ます。そういったことで、議員がおっしゃるとおり、今後は可能な限り日常用語に置きかえるような方向で

いろんな機会の説明は取り組んでいきたいと思います。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。
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〇９番（青木秀夫君） いろいろな比率とか指数も、日常用語で大ざっぱに説明されるとわかることも増え

るのです。例えば、将来負担比率の説明ですが、わかりやすい予算書にこう書いてあるのです。町が翌年度

以降について負担することが確定している債務及び債務が見込まれる債務等の大きさを示す指標、そして比

率は低いほうが健全という説明が載っておるのですが、この説明では何に対して大きいのか小さいのか、抽

象的で全くわからないです。この説明ではわかりにくいと思うのです。日常用語に置きかえて説明すれば、

実質借金が年収の何倍あるかということではないのですか。例えば、Ａさんの実質借金が1,000万円、年収

500万円であれば、Ａさんの将来負担比率は２倍、200％ということになるのです。これなら非常に単純明快

に、普通の人でもわかると思うのです。そういう説明をしていただきたいと思うのです。

この算式を平成24年度板倉町の決算に当てますと、実質借金なしということに板倉町はなっておるわけで、

負担比率は算出されない。実質無借金ということは、健全財政ということで、町長、誇れることだと思うの

で、大いにＰＲする必要があると思うのです。経常収支比率やプライマリーバランスの算式なども、大ざっ

ぱに説明されるとわかりやすくなるのです。この６月議会でプライマリーバランスの算式について説明を求

めたところ、今、群馬県市町村課を通して総務省に説明を求めているところであると小嶋課長の答弁でした。

その後、群馬県の市町村課から回答文書が来たものを私も見せてもらって、ここに持っておりますが、私に

は意味不明の内容です。それでしたので、小嶋課長に群馬県に再確認するようお願いしたのですが、その後

どのような回答が来ているのでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） ６月議会のプライマリーバランスの質問に関しまして、先ほど青木議員さ

んがおっしゃるとおり、群馬県の市町村課を通じて総務省の財務調査課というところに問い合わせをし、そ

の内容を回答いただいておりますが、私にも理解ができないというところがあります。その後、担当へ問い

合わせしたと思うのですが、青木議員さんにお渡しした資料のとおりであるということであったと記憶して

おります。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君に申し上げます。青木秀夫君の当初の持ち時間は12時25分でしたが、先

ほど休憩を７分ほどとりましたので、12時32分までとします。

〇９番（青木秀夫君） わかりました。

私もわからない、小嶋課長が見てもわからない、半わかり、それでそのままでいいのですか。私、この群

馬県からの回答のコピーを持っておるのですが、この文面もあやふやで自信のなさそうな文面なのです。群

馬県もわかっていない、総務省もわかっていないという文面なのです。ひょっとすると、この算式の作成者

しか正しい理解をしていない。その方は退職しているか、どこかに移ってしまっていないのかもしれない。

そういうことって世の中間々あるのです。そうであっても、再度確認してみる必要があると思うのですが、

そういう考えはありませんか。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） このプライマリーバランスの算式につきましては、総務省から示されてい

るものでありまして、いわば一つの定義ということでありますので、私どもこれ以上の質問は市町村課もし
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くは総務省にはしないという考え方を持っております。これは全国統一した計算式でありますので、私ども

それ以上の質問はできないかなと思っております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 余り厳密な計算とか、正確に出そうとすると何でも難しいのです。こんなものは、

プライマリーバランスなんていうのは大ざっぱに暗算でやるぐらいなものが一番いいので、このプライマリ

ーバランスについてはこの前から何回も中里課長と見解が違うと言っているわけですが、私はプライマリー

バランスが黒字ならよくて、赤字なら悪いなんてそんな認識していません。プライマリーバランスというの

は、赤字だって黒字だった単年度で見たら、別にそれは全然問題ないわけです。最低５年、10年単位で見て

赤字になっていなければ、そうでしょう。一軒の家計だって、単年度で見れば、何か特別な支出があって、

支出が多かったり、今年は余ったから貯金しておこうとか、いろいろでこぼこがあるわけですから、10年単

位ぐらいで見て、とんとんにいっていればまあまあかなということなのです。

だからプライマリーバランスが黒字だ、黒字だからいいなんて、黒字ならここに現金が余っているのでは

ないかななんて、課長は人を誤解しているみたいですが、私、全然思っていない。前に借金が残って、その

借金を10年間かけて返済していくということは、プライマリーバランスはずっと10年間黒字なのです。結果

的には、前の赤字を埋めただけなのです。だからそういうつもりでいるのだから、財政収支とか、家計でも

そうですけれども、黒字である限りは、これは好転はしているのです。前悪かったのが、今好転していると。

そういう理解をしているので、群馬県でも、総務省の人でも、何かこれ、みんな半わかりなのです。この文

面見たら、何だこれって、自信のなさそうなあやふやな文面で、だから小嶋課長も失礼かと思って群馬県に

聞きにくいのかもしれないよね。そういう配慮もあるのかもしれないけれども、機会があったらぜひ聞いて

いただきたい。

最後に、議会基本条例が制定される予定です。そうしますと、常任委員会が設置され、この常任委員会は

原則毎月定例で開催されることになるわけです。執行部と議会が議論する機会が増えるわけです。ただ、増

えることが議会活性化というだけで、ただの活性化という理念を掲げるだけでは、絵に描いた餅になってし

まうと思うのです。問題は活性化の具体的な策、方法は、肝心なことだと思うのです。その具体策を執行部

の協力のもとに、議会が共通の問題として考えていくことが必要だと思うのです。その手っ取り早い議会活

性化策は、先ほども何度も同じことを申し上げていますが、内容のあるわかりやすい行財政資料の提供だと

思うのです。いろいろな指数、比率の算出目的、その活用方法などをイラストやグラフを交えて、日常語で

説明した資料提供となれば議論も深まり、結果として行財政全体の構図の理解にもなるのではないでしょう

か。

行財政全体像をつかみ、過去、現在を監視するのが議会の役目でなく、財源を踏まえた中長期の将来の事

業計画やまちづくりの論議に参画するような議会にすることが、この議会活性化の真の目的であると思うの

です。それには、何といいましても執行部の協力が必要だと思うのですが、同じ質問ですけれども、最後に

総まとめで、町長、また同じことでも結構ですから、お答えいただければと思うのですけれども。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］
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〇町長（栗原 実君） 必要な資料等に対しては出し惜しみをしないということで、積極的に提示していく

と。守秘義務等々がどこまでかかっているかということについては、その際、検討しながらということを前

提に、そういうことです。

私どもが逆に言いますと、例えば先ほど小森谷議員の学校に対する統合の問題も話題として出ましたが、

ぜひ議会で議論していただいて、提案する、あるいは批判するのは我々の役目、執行部は何か考えろという

ことではございません、二元代表制ですから。したがって、具体的な例で言えば、今、青木議員さんがおっ

しゃられたようなことも、ともにそれぞれの立場で、ただし議員さんは12人いまして、それぞれが有権者の

代表権を持っているわけであります。議員が一人一人、銘々に別々なことを言われても、対応のしようがご

ざいません。したがって、今までも一般質問あるいは質疑の中で、果たしてその議員さんの意見がどれだけ

の議会の絶対多数をとるかということについて、我々は分析させていただきながら、取り上げるものと取り

上げないものとに分類してまいっております。

例えば、冒頭、昨日の自分の意見、考え方を決算議会に最初に述べる流れの中でも、大きな問題が町にも

山積しておりまして、そういった場合、まず議会は議会としてぜひ議論していただいて、できるだけ統一的

な見解というものを基本的には一歩二歩、一方は違う考え方もあるが、おおむねこうであるということを出

していただかないと、そういう意味では空回りになるのかなという感じもしますので、そういう意味でさら

に議会の活性化を通し、議会改革を通して、議会、議員同士が話し合って、まさに議員、議会とは二元代表

制の町民の一端を、代表を担っているわけですから、今まで提案権は議会にないなどと言っていますが、対

案をぜひこれからも求めていきたいと我々も考えておりますので、ともに町民の代表として軽々しい評論家

的意見だけでなく、こうすべきだ、ああすべきだ、財源までしっかりと考えていただいて、そういった対応

をこれからも議会にも求めていく姿勢でございますので、そういう意味ではお互い責任が重くなるという感

じはいたします。よろしくお願いします。

〇議長（野中嘉之君） 青木秀夫君。

〇９番（青木秀夫君） 以上で質問を終わります。今、町長の答弁のとおりで、私は何も議会側に問題がな

いと言っているわけではないのです。全て執行部に原因があるというわけではないので、その辺のことは、

議会側にも問題があることは当然なので、それを踏まえて質問しているわけなので、よろしくお願いします。

どうもありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で青木秀夫君の一般質問が終了しました。

ここで昼食のため、暫時休憩いたします。

再開は午後１時30分といたします。

休 憩 （午後 ０時３４分）

再 開 （午後 １時３０分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

引き続き一般質問を行います。

通告４番、今村好市君。

なお、質問の選択は一問一答方式です。
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［２番（今村好市君）登壇］

〇２番（今村好市君） 午後のお疲れのところ、時間をいただきまして質問したいと思います。今回につき

ましては、私は道路行政全般にわたってと、庁舎建設問題について質問したいと思います。

道路の問題につきましては、決算とか予算とか断片的に今まである程度質問もさせていただいております

ので、町の考え方等については理解している部分もあるのですが、確認も含めて今後どういう形で道路行政

を進めていくことがいいのかどうか、その辺も議論ができて、議会も町執行部側も町民の信託を受けてまち

づくりを進めていくという目的については同じでありますので、ぜひ適切な議論をして、いい方向に物事が

進めばと考えております。

まず最初に、道路整備計画なのですが、道路は言うまでもなく、安全かつ便利に快適な町民の生活を支え

るというのが大きな目的でございます。それに加えて地域経済の活性化や地域づくり、まちづくりの骨格と

なるものと認識しております。最近におきましては、災害時の避難経路等においても、非常に道路について

は重要な役割を持っているということでございます。今後の道路行政をどのように進めていくか、きちんと

した計画をつくって、具体的に進めていくことが、私はいいのかなと思っておりますので、何項目かの質問

を通して、最後に提案という形でお願いしたいと思います。

まず最初に、国道、県道の整備計画なのですが、これは国もしくは県が所管している道路でありますので、

町については直接整備するということはほとんどないと思いますけれども、骨格となる町内の国道、県道に

ついての計画、これは当然町としても承知しておくことが大事なことだと思いますので、特に群馬県につい

ては県土整備プラン、10年間の道路整備プランが策定されておりますが、この件について町はきちんと説明

を受けて、町の県道については県がどういう整備計画を持っているのか承知しているところだと思いますが、

その辺について町の見解もしくはどのくらいまで理解して、関係する町道と接点を持って今後考えているの

か、まず第１点お尋ねしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） まず、国道、県道の関係でございますけれども、平成25年度を初年度とし

まして、今後10年間、新たな計画ということで、今、議員さんがおっしゃられました「はばたけ群馬県土整

備プラン」ですか、2013年から2022年までの10年間という策定がされております。現在、町もこのプランに

基づきまして、事業を一緒に推進しているところでございます。また、板倉町の管内におきましては、現在、

３つの路線を進めているということで、ご存じのとおり、国道354号、北川辺バイパスの整備、あるいはこ

れは加須市まで通るということで、約2.6キロの区間の整備に着手して、平成29年度完成という予定でござ

いますので、町もあわせて一緒に進めたいと。

２つ目につきましては、県道海老瀬―飯野線、八間樋橋工区という形で八間樋橋の架け替えの工事に着手

して、平成27年度に完成を目指すということで、町も実施中ということでございます。

３つ目につきましては、これは県道でございますけれども、斗合田―岩田―岡里線の国道354号から北へ

入りまして、残りの480メートル、これがまだ未整備になっておりまして、これにつきましては現在、用地

買収を進めているということで、そこには建物等の移転という箇所もありますので、それを除きまして工事

に着手する予定になっております。いずれにしましても、県の整備プラン、平成29年度完成ということでご
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ざいますので、それにあわせて町も早く整備を一緒にしていきたいと。

また、このほかに県の事業で歩道の整備あるいは舗装、あるいは橋梁、橋の長寿命化補修等も計画的に実

施をしていくということを県から聞いておりますので、あわせて町もそのように進んでいきたいという考え

でございます。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 国道、県道につきましては、いずれにしても町の骨格となる道路でありますので、

これ３本の路線が今、整備を進めているということなのですが、そのほかの路線におきましても、ぜひ安全

に通行できるような方法で要望をしっかりして、国道、県道については国、県の事業で整備していただくよ

うに、これも行政の対応としてお願いできればと思っております。

次に、栗原町長になりましてから、利根、渡良瀬架橋という話が出てきておりますが、これは県道以上の

レベルでないとちょっと整備が難しいものかなと思います。今後、かなり時間的にもかかるのだと思います

が、今の時点で一生懸命働きかけをして進んでいかないと、いつになっても実が結びませんので、この辺の

進捗状況、特に利根川については反対側の加須市、渡良瀬川については佐野もしくは栃木になるのかなと思

うのですけれども、この辺の進捗状況と、その利根、渡良瀬架橋をつなぐ町内の道路形態、こういう将来に

向けてどのようにこの辺を考えているのか、また現在の要望等も含めた進捗状況についてお伺いします。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） 今村議員ご質問の新たな利根川、渡良瀬川にかかる新橋の問題でございま

すが、ただいま加須市と栃木市と協議を進めている段階でございまして、まだ事務レベルの協議の段階とい

うことでありまして、具体的にどこに橋をかけるか、また利根川と渡良瀬川の町内の道路ですか、その辺も

まだ未定ということでございます。今後、私どもとしましては、なるべく早く事務レベルの協議を終了しま

して、協議会等の立ち上げに向けて努力していきたいという状況でございます。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） いずれにしましても、大きなプロジェクトでありますので、そんな簡単にいくとは

思いませんが、町は町なりに、町として渡良瀬についてはこの辺に架橋ができれば、利根川としてはこの辺

に橋ができれば、町の真ん中に骨格となる幹線道路がうまく通るのだよという構想は、事務レベルでも結構

なのですが、描いた上で両県、両市ともやはり接点を設けて協議していくことが大事なのかなと思っており

ます。

いずれにしても、利根、渡良瀬にしても、板倉が一生懸命動かないと、両側の市町村はなかなか動いてく

れないということもあると思いますので、板倉だけではなく、県、国も巻き込んだ上で、これについては積

極的に将来のことを考えて進めていただければと思いますが、町長の所見、お願いします。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 正直な話、事務担当あるいは私どもの間では、立ち上がった直後にどこをどういう

ふうに通すかということが当然出てきますから、また立ち上がる状況において、いわゆる加須市さんと板倉

町の接点というのはほんのわずかなのです。利根川を挟むと。ちょっと西によりますと羽生市になってしま
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いますしということで、南はおおむね防災ステーション近辺かな、そこらで調整がされているかもしれない

という、今の私の考え方ですし、それを真っすぐ走って、最終的には渡良瀬川がどこらに橋をという話にも

多分協議が、事務方の話し合いが進んでいけば、必ずそういう段階になると思います。

いずれにしても、余り東へ寄りますと新開橋との距離が狭いということと、グライダーのコース等も相当

難しくなると、いわゆる代替地も含め。そうすると、必然的にこちらで思っているのは除川の裏あたりかな

というようなこと、これは一方的にです。そんなところを中心に、あとは既存の道路を理想的な形と暫定的

にどうするかという問題も多少あると思うのです。町を通すのに、しかもそれが県道ではない。これからそ

ういう交渉も、一定のレベルになればしなくてはならないと思うのですけれども、ということで既存の道路

が真っすぐ走っているところなどを中心にしながら、あるいは八間樋橋等も使う形で、そういう構想に近い

ものができ上がっていくのかなと思っておりますが、まだそういう段階には至っていないと。

でも、もっと言えば、加須市さんとの協議会立ち上げはもう向こうから早く立ち上げよう、早く立ち上げ

ようと言っているのですが、栃木市さんに多少複雑な事情もあるようでございまして、それを今、模索しな

がら、できれば先ほど議員申されたとおり、相当長期的な視野に立ってのまず陳情活動が主になると思いま

すので、両方、いわゆる栃木、群馬、埼玉巻き込む形で、１回の陳情で両方の橋をと。その先には、どっち

を先につくるかというのは国の予算とかそういうことになってくるという予測の中で、いずれにしても栃木

市さんの対応がちょっと遅れているというのか、でも決して首長同士も含めて橋をかけることには賛成して

いるということで、そういった調整を今３回、何回ぐらいやっているの、４回目。

［「３回」と言う人あり］

〇町長（栗原 実君） ３回すでに我が町の役場においでいただいて、そのほかに加須市さんには加須市さ

んで、こちらから出向いたり、置かれている立場がご指摘のとおり、板倉町が両方必要な町でございますの

で、小さい町で申しわけありませんが、我々が積極的にまさに橋渡しも含めやるということで了解いただき

ながら進めているという状況で、今申し上げましたのは、橋の構想あるいは橋のここらかなというのは、私

個人が勝手に描いている構想でありまして、設置点でもそんに違わなくなってくるのだろうなとは感じてい

ますけれども、そういう協議中でございます。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） やはり昔、渡しがあったところが県道認定なんかもされていますので、今、町長が

言ったように、渡良瀬についても、利根についても渡しのあったところに橋をかけるというのが歴史的には

非常にいいのかなという感じもしますので、当たらずとも遠からずということかなと思っています。政治的

な判断も必要ですので、町長みずから公約の中で進めておりますので、これについては先が長いのですが、

今の時点からできることは積極的にお願いしておきたいと思っております。

続きまして、都市計画道路の整備状況なのですが、都市計画決定は非常に昔というか、線引きの時点にし

たものですから、都市計画道路、板倉町何本かありますけれども、なかなかこれ整備が進んでいかないとい

う現実がありますので、その辺について何点かお尋ねしたいと思います。

現在の都市計画決定をされている路線数と、整備状況についてまず最初にお伺いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］
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〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問でございますけれども、まず町の都市計画道路について

ですが、国道が旧354号及び板倉バイパスの２線、それと県道が４路線、町道が５路線、合計11路線が都市

計画道路として決定されております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 県道、国道については、ある程度整備が具体的に進んでいるのかなと思うのですが、

町道の５路線については、なかなか進んでいないのが現状かなと思っています。ご存じのとおり、都市計画

道路というのは法的に規制されますので、都市計画の幅員の範囲内に建築物を建てる場合は、当然建築制限

もしくは誓約書みたいなものをしっかり町はとるということになっておりますが、特に町道の部分の建築制

限、建築条件として建築が建っている建物については今どれぐらいありますか。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 済みません、今把握していないので、後ほどお答えしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） その辺のことも含めて、線引きをした当時と今の状況が非常に変わってきておりま

すので、法的に非常に拘束力のある都市計画道路については、なかなか見直すのも大変なのだと思うのです

けれども、やはりそこの道路よりはこっちの道路のほうが利用率も高いし、整備の可能性も非常に高いとい

うものが都市計画決定した道路についてもあるのだと思うのです。だからもうこの時点で見直しをかけたら

どうかなという提案なのですけれども、具体的に法的な規制のある道路を町単独で見直しができるのかどう

か、お伺いしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） お答えいたします。

先ほど都市計画道路の整備の状況ということで、整備されていない状況のところがまだございまして、ご

存じのとおり、国道354号、板倉バイパスの暫定２車線の整備中のところ、県道については籾谷地内から板

倉ニュータウンの泉野地内へ向かう県道板倉―籾谷線がまだ未整備になっていると。それと、県道斗合田―

岩田―岡崎線については、まだ暫定的で整備されておりますけれども、これは残る籾谷―館林線の交差点か

ら北が暫定で整備されて、浮戸から岩田ですか、そちらの残りの480メートル、これは現在着手していると。

ご存じのとおり、役場の西を通る県道板倉―除川線と、それと板倉郵便局の信号から北へ向かいまして、県

道板倉―籾谷―館林線へ抜ける２路線が未整備になっておりまして、町道につきましては中央公園を南北に

通る公園通り線、町道１―12号線、それと板倉ニュータウン内の４路線が整備済みということで、５路線が

整備済みとなっているということです。残りにつきましてはほとんど住宅にかかるところでして、非常に難

しいのかなという状況でございまして、具体的に事業化ということに向けましては、非常に県の整備プラン

ですか、その中に向けて、できれば要望していければなと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。
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〇２番（今村好市君） 聞いたのは、どうしても手がつかない都市計画道路については、変更ができるのか

どうかということなのですが、それは一定の法手続をすればできるのかなと思うのですが、どうなのでしょ

うか。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 非常に勉強不足で申しわけありませんけれども、それも確認して、後ほど

お答えしたいと思います。済みません。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 次の質問に入りたいと思いますが、幹線町道の整備状況と今後の整備方針というこ

となのですが、幹線道路の位置づけというのは前の質問でしましたら、都市計画道路と町の１・２級町道、

これが幹線町道という位置づけを町としてはしていますよと。整備状況については、全体で550キロあるの

ですが、舗装済みが約50％の整備状況ですよということをお答え願った経緯がございます。それについては

確認の意味でもう一度質問しますが、幹線町道としては１・２級道路と都市計画道路550キロで間違いない

のかどうか。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 幹線道路の状況でございますけれども、距離数はわからないのですけれど

も、集落と集落を結ぶ道路、それと地区と地区を結ぶ幹線道路は、１級町道がそれに当たるのかなと思いま

す。１車線または２車線となっている状況については、一時改良でほぼ完了しているということで認識して

おります。１級町道であっても、幅員が非常に狭い、すりかえに支障がある路線もあるということでござい

ますので、多くの事業費がかかるのかなと思っております。現実的には補助事業で対応するような規模にな

るのかなと思っております。この距離数については確認はできませんので、この場では答えられませんで、

これも後ほど確認してお答えしたいと思います。申しわけありません。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 後ほどが多いと議論がかみ合わなくなってしまって、その答えを受けて次の質問も

含めているのですが、結構です。

いずれにしても、今度、役場庁舎も場所が変わるわけですので、町民ができれば同じ距離くらいで安全に

役場が利用できるということも含めますと、多少幹線道路と幹線町道と言われるものについても、今までの

考え方をやはり見直していく。たまたま中学校も近くにありますので、中学生の通学道路と、いわゆる町が

考えている幹線道路を考えると、路線数についてはさほど多くないと私は思うのです。だからそういうとこ

ろをやはり重点的に今後整備していく必要が当然出てくるのかなと思いますので、ぜひその辺の基本的な考

え方、幅員についても板倉については幹線町道は原則対向２車線、片側歩道、広いとか狭いとかは別にして

も、そういう基準で今後、整備していくのだと。ただ舗装すればいいということではなくて、やはり最低限

の基準を設けて道路整備についてはやっていく必要があるのかなと思うのですが、その辺の幹線町道の位置

づけ、もしくは整備方針については都市建設課長としての考え方はどうなのでしょうか、お願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。
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［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 基本的には、１車線ではなくて２車線で通れるような道路がいいのかなと。

それと、やはり一番は直接生活に係る生活圏道路の整備、これを中心に進めていくのが一番いいのかなと思

います。ただ、舗装だけではなくて、やはり状況を見ながら、ふだんの通行の多いところというのですか、

そういうものを加味しながら進めていければなと思います。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） ぜひ幹線道路の考え方も、町としてきちんと整理して、今後対応していくことが大

事だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

次に、通学道路の危険箇所と整備状況については、午前中の一般質問で出ております。全国一斉に危険箇

所の調査もしくは危険箇所の解消等については行っているということで、板倉については16カ所、整備済み

が13カ所ということで、ほぼ危険箇所と言われるところについては解消されているという理解でよろしいか

なと思います。

ただ、１点、先ほどの幹線道路との兼ね合いもありますが、交通量の多い道路で通学道路になっている、

いわゆる広域農道、農免農道ですか、それと蛭田橋周辺、あの河川の中、それと藤木橋前後、こういうとこ

ろについてはできれば歩道がほしいと将来的には考えているのですが、町長の昨日の話ではないですけれど

も、暫定的に自転車が通れるような、せいぜい80センチぐらいですか、ラインを引いて、車道を狭くして自

転車道として、通学道路として使っていると。これは暫定的にはやむを得ない部分があるのだと思うのです

けれども、将来に向けてもあのままだと非常に厳しいのかなと。あのラインが引いてある中を中学生が通学

するには、非常に逆にこっち側が路肩があって、田んぼで、これぐらいの幅ですから、幾ら運動神経のいい

中学生でも、あそこを真っすぐ通学している状況というのは非常に厳しいのかなと。将来に向けて、通学道

路、特に交通量の多い中学生が通う通学道路については、幹線道路の中でも優位に位置づけして、しっかり

した計画を持って着実に進めていくことが必要だと思うのですが、その辺の考え方、教育委員会もしくは町

長で結構です。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） ご指摘のとおり、北は北で、北地区全体の区長から農免道については拡幅して歩道

をつけてほしい。それから、財政的な面から見てもということで、蛭田橋からこちら公園通りの交差点まで

歩道が必要であるという要望が参っておりますが、暫定的に先ほど申し上げたような色分けで、イメージ的

にはここら辺を通っているいわゆる学生優先なのですよみたいな意味で色分けさせてもらっているところで

ありまして、非常に容易ではないなという感じは持っております。

将来に向けてですが、これらも非常に微妙な問題になってくるかと思うのですが、そういったハードの整

備をしていくことが、子供がどんどん減り、効率的なのか、あるいはそういった統合が進むと、通学マイク

ロバス等の完全整備ということも出てきまして、逆にそちらの面にお金がかかるという面も当然出てきます

し、そちらでできるだけ整備を、いわゆる送り迎えがマイクロバス的なものでということになれば、余り通

学生に対して神経を使わずに済むということもあるのかなとか、今後のそういった道路の整備と、あとは通
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学道の関係というのは、小学校についても危険箇所については、整備を進めることももちろん今の時点で暫

定的に進めますが、せっかく整備しても近い将来、統合となれば、それは全くの無駄な投資でもないですけ

れども、そういう目的に対しては目的外の投資にすぐなってしまうということも含め、総合的な見地からお

金を投入する順序等も含め考えておりますので、とりあえず通学道については統合問題が、小学校ですと12時

に、朝は１便、一斉で登校してくれということで対応できるでしょうが、帰りの時間帯には何便、例えば１

つの場所にバスを向けたらいいのかとか、山村の苦労などもいろいろ聞いておりますので、そういったこと

が完全にやれることになれば、子供はバスで通学をすると。一定の場所、停留所へ寄って、バスで通学する

ということにもなるかもしれませんので、今村議員のお話も十分参考にしながら、そういった総合的勘案を

加えていかなくてはならないのかなという感じもします。やらないということでは、もちろん全然ないです。

そういうことです。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 今の町長の話は、予算を有効かつ無駄なく使うというのが原則でありますので、理

解できる部分はあるのですが、私が言っているのは中学校の通学道路が中心であります。中学校の通学道路

イコール今度新しくできる役場の町民の利用の道路にもつながっていきますので、中学校が統廃合でスクー

ルバスというのは、今の時点ではちょっと考えにくいのかなと。統廃合もスクールバスを運行するに当たっ

ても、小学校の範囲で当分の間は行けるのかなと思いますので、その辺も含めた形の幹線町道の整備という

ことでお願いしたいと思います。

次に移りたいと思いますが、町民の願いであります集落道の整備、これ何回も質問させていただいており

ますが、３月議会におきましても、栗原町長になってから道路行政に非常に重点的に力を入れて、毎年、町

単独の予算で２億円ぐらい投入して、陳情要望道路についても相当数解消して、住民については非常に毎日

の生活に直結している集落道路でありますので、非常によくなっているという感が見えております。そうい

う中、やはりまだ72路線の陳情道路がありまして、着手しているのが26路線、未着手が46路線ということで、

３月の議会の時点では答弁がございましたが、この３月の議会、いわゆる今年度予算案で実施するものを除

いての未着手路線だと思いますが、都市建設課長、間違いがないでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいま言われました未着手路線46を除いての26、これを着手していくと

いうことで間違いございません。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） この整備路線の順位決定というか、優先順位を決める方法については、前の都市建

設課長が10項目の採点項目をつくって実施していますよということなのですが、その10項目の主な内容と、

点数配分、それと採点は誰がやっているのか、決定したものについての公開はどういうやり方でやっている

のか。未着手路線46ありますが、今後についてはこの46路線を全て採点方式で優先順位をつけて進めていく

のか、お伺いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］
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〇都市建設課長（鈴木 渡君） この路線の基準の考え方ですけれども、これにつきましては、今村議員さ

んが言われたとおり、８項目ですか、９項目ですか、この中で申し上げますと、まず現在の幅員がどの程度

支障を来しているのかということと、それと道路の状況、補修状況あるいは路肩の崩壊状況、それとその区

間の中の宅地の割合、それと排水の状況がどうなのか、それと先ほど話がございました通学道路の指定の状

況、それと買収予定地の状況、それと道路の整備にはお金がかかるものですから、寄附ということも考慮に

入れまして、それで点数をつけて、順番にというようなことで実施していくということでございまして、こ

れにつきましては以前、これは大分古いのですけれども、常任委員会ですか、そちらでランクづけをある程

度したものも加味しながら、それと直接現場を回って、職員で見て、９項目を加味して、順番に点数をつけ

て実施していくという状況でございます。基本的には、この基準で今後もやっていければなと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 項目については、９項目でも10項目でも結構だと思いますが、採点は都市建設課で

専門的な見方で、何人ぐらいで検討しているのですか。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 採点については、10点ということが最高でして、この点数をつけるには、

担当の職員と課長補佐、それ以外の担当ということで３人から４人で見ているというようなことでございま

す。よろしいでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 次に移ります。

道路整備予算の繰り越し状況をお尋ねいたします。例えば、平成22年度のものを23年度に、23年度を24年

度に、24年度を25年度、25年度についてはある程度7,550万円ぐらいかなと思っているのですが、平成22年

度、23年度を次年度に繰り越した路線数と事業費をお願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） まず、町の単独整備事業でございますけれども、３路線ありまして、繰越

額につきましては1,700万円でございます。

〇２番（今村好市君） 平成22年度から23年度ですよ、３年間の。今のは24年度からから25年度ですよね、

1,700万円というのは。

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 今申し上げたのは、平成24年度です。全部で1,700万円ということで３路

線、平成24年度はわかっているのですが、22年度は資料を持ってこなかったので、申しわけありません。済

みません。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） いずれにしても、平成22、23、24年度、３年間を見ても、相当数の路線が町単独事

業でありながら次年度に繰り越されているのです。その繰り越した要因、繰り越ししなくてはならない原因
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というのはどう考えておりますか、都市建設課長としては。町長が予算をいっぱいつけてくれたので、職員

の手が回らないので事業が消化できないので繰り越しなのか、道路に実際に入ってみたら用地の問題とか調

査が不足していて、事業が年度内に終わらなかったのか、その繰り越しの理由が幾つかあると思うのですが。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） まず、繰り越しの理由の前に、道路をやる場合には事前に調査をやるとい

うことで、調査をやってから始めるわけです。その場合、わかっているもの、例えば相続が未相続だとか、

あるいは抵当権がついていてどうにもならないとか、そういうものについては省いて、すぐ着工できるもの

をやっていければということで、事前にそれを調べて、それから進んでいくと。大きな理由としては、事業

をやっていく中で、例えば突発的な道路をつくるときに、道路に造成していくために、どうしても緊急やむ

を得ない工事が発生したとか、それと特に道路の場合にはいろんな河川の協議だとか、あるいは交通安全の

協議だとか、そういうものがありまして、そちらの協議が当初見ていた予定と時間が過ぎていくという理由

が結構あったのかなと思っております。それと、やはり一番は地権者、陳情は出たものの、実際陳情者の同

意に時間がかかったとか、そういうものが主な理由かと思います。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 今村好市君。

〇２番（今村好市君） 先ほどのちゃんとした項目をきちんと調査して事業を着手するということを考えれ

ば、今、鈴木課長が突発的にという話があったのですけれども、道路整備計画上は突発的にそんなにいろん

なものが起きてきて、事業が消化できなくて、次の年度に繰り越すよというのは非常に少ないのだと思うの

です。だからさっき言った調査がきちんとできていれば、その年度に当然終わるわけで、議会にかけて路線

数とか予算をきちんと審議して、町民の福祉のために道路に着工してみたら、３路線なり５路線なり、それ

を次の年に繰り越さなくてはならないと。予算が財政課長も厳しいと言っていて、ほかの予算を整理して我

慢していただく部分は我慢していただいて、道路整備を優先して、予算をつけたら、その年度に事業ができ

ませんでしたと、これはやはりまずいかなと私は思うのです。

そこで、そういうことのないように、ここ一、二年については事前に路線を着工するのですけれども、調

査測量も含めて、すぐに全て１年間で完了ということではなくて、１年次については調査測量、そのほかも

ろもろの問題、用地も含めて解決して、次年度に工事を着工していくというような仕組みをやっているよう

ですので、多少繰り越し事業が減ってきているのかなと思ったのですが、平成24年から25年についても

1,700万円ほどの路線が繰り越しざるを得ないという結果になってきております。

そこで、１つ提案したいのですが、道路整備については、今後、中期事業推進計画の中にもありますけれ

ども、中期事業推進計画、８年の計画でありますから、前期の４年間、４年でも５年でもいいのですけれど

も、事業実施計画で見てみますと、町単独の町道整備事業については毎年約１億円、４年間で４億円、予算

を見てみますと、平成25年度予算については２億2,000万円ぐらいの予算をとってきております。そういう

ことを考えると、４年で10億円近い金を町単独の町道整備事業の使っていくわけですから、４年間の具体的

な道路整備計画、これをしっかりと具体的につくるべきだと。先ほど話しました国・県道については、国、

県がやっていただくということでありますので、町道、都市計画道路、幹線道路、それと集落内の道路も含
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めて４年間で約10億円の予算が投入できるとすれば、どういう路線を何年度にどういう形で具体的に事業を

進めていきますよという道路整備計画を町は策定すべきと思うのですが、どうでしょうか。

その辺について１つ感じたことがあるのですが、今年の３月に国が景気対策、緊急経済対策で大型の補正

予算を組んで、やれるものは基準があるから限界があるのでしょうけれども、各市町村、県に配分したわけ

です。その結果を見てみますと、板倉町が1,900万円、これは町営住宅、明和町が１億4,800万円、千代田町

が6,600万円、大泉町が１億5,100万円、邑楽町が３億2,100万円、館林市が４億6,600万円、この事業につい

ては非常に補助率もいいし、起債も場合によっては借りられるということで、財政的に厳しい市町村につい

ては、今まで町単独でやっていた道路整備事業、その他公共事業については倍も３倍も仕事ができるという

ことで、一生懸命取り組んだ結果かなと思います。残念ながら、板倉町については、その基準に合わない部

分があって、一番少ない1,900万円という結果になってきております。

内容を見てみますと、県内でやはり道路関係予算については12市町村で15億円と言われています。道路予

算についても、この緊急対策が使えたと。それは一定の基準があるのだと思うのですが、最高額の渋川市に

ついては28億円のうち道路予算が２割の５億6,000万円、甘楽町については７億4,000万円、この事業で道路

を整備するということになっております。また、既存の道路や橋の維持管理についても、23市町村で13億

7,000万円ということで莫大な費用が、今までなかなか予算がなくてできない市町村においても、今回でき

るようなこともチャンスとしてはあったのかなということがあります。そういうことを考えると、具体的な

道路整備計画をつくっておくことによって、そういう事業にも乗りやすいかなと私は感じておりますので、

ぜひ道路整備計画、場合によっては審議会等もつくっていただければありがたいと要望しておきます。

次に、庁舎の話なのですけれども、５分しかないので少しだけになってしまいますが、まとめて答弁いた

だけるように質問したいと思います。庁舎建設については、センター用地が板倉川北部の土地改良事業の非

農用地として設定されて、町が取得して、将来、そこにさまざまな行政機能を持たせようということで取得

しております。それが、今回、検討委員会で中央公民館のほうが適切ということになったわけですが、そこ

のセンター用地、今後どういう形で活用していくのか、これはきちんと計画つくるべきと思うのです。

１点、中里課長も知っていると思うのですが、中小河川の板倉川の整備計画の中で、まだ板倉川について

は50万トンの調整池が必要ですよというのがあるのかなと思いますので、県の河川計画等も含めて、あそこ

は板倉川の近くですから、そういう土地利用も場合によってはできる部分がありますので、ぜひそういう検

討をなすべきかなと思っておりますので、その辺の答弁を簡単で結構ですから、お願いします。

次に、収用事業で新しい庁舎移転用地の調査に入っていると思うのですが、当然法手続でありますので、

土地の鑑定評価、地権者の数もしくは登記簿の調査、交渉状況等については、今どれくらいまで進んでいる

のか。

それと、現庁舎、ここのほとんどの土地が借地でありますので、では移転後、この庁舎の建物も含めて跡

地を活用していくのか、もしくは取り壊して借地については戻すのか、200平米ぐらい町の用地もあります

ので、そういうものの土地利用をどうしていくのか。それと、これから具体的に規模決定をしていく中で、

合併とのかかわり、5,000平米という建物の規模がおおむね計画の中で出てきているのですが、5,000平米に

ついては合併を前提として、その使い勝手の問題も含めて今後検討していくのか、しばらくの間、合併しな

いという前提で庁舎建設を進めていくのか、この辺はトータル的に簡単で結構ですから、答弁いただければ
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ありがたいなと思います。

〇議長（野中嘉之君） 小嶋企画財政課長。

［企画財政課長（小嶋 栄君）登壇］

〇企画財政課長（小嶋 栄君） それでは、今村議員の質問に対してお答えさせていただきます。

まず、最初につきましては、現在のセンター用地の今後の活用の方針ということでございますけれども、

現在進められております１市２町の共同ごみ処理場施設が平成29年度に稼働します。当然ですが、その施設

の稼働後は、現在の資源化センターはその役目を終了することになります。本年度につきまして、現在の資

源化センターの建物の内部の機械設備を撤去した後に、屋内体育施設等として使用可能かどうかという調査

を進めておるところでございます。その調査結果を受けて、使用可能となれば、有効な活用を図っていきた

いと考えております。したがいまして、その資源化センターを屋内体育施設等で使用することが可能であれ

ば、隣接するセンター用地につきましても屋外運動場等を整備することにより、新センター用地を総合的な

運動公園として一体的に利用できるという考え方で現在進んでおります。

次に、役場庁舎の建設用地の関係でございますが、現在、収用法の手続を進めておる状況でございまして、

予定地につきましては地権者数が23名、筆数が32筆となってございます。地目別では、宅地が１筆、田が１

筆、畑が29筆となっております。このうち未相続地については４筆となっており、抵当権があるのは２筆と

いう状況であります。

法手続についてでありますけれども、５月10日の議員協議会において、土地収用法で用地を取得するとい

うことが承認されております。現在、土地収用法の事業認定を受けるために、申請書を作成している状況で

あります。申請をするには、農業振興地域整備計画の変更、要するに農振除外や都市計画法に基づく開発許

可が必要となっております。そのため、現在、関係機関の意見書を添付する必要がありますので、群馬県と

の協議を進めている状況であります。また、土地収用法の事前協議につきましては、今年度中、本申請に向

けて業務を進めていきたいと考えております。

地権者交渉につきましては、５月10日の議員協議会にて建設予定地の承認を得ました後、２班体制におき

まして何度か地権者宅に訪問させていただいております。説明の内容としましては、用地取得に対する協力

依頼、測量業務や補償物件の確認などに係る用地立ち入りの承諾、また代替地取得等の規模ということでご

ざいます。今後、土地収用法に係る事業認定を受けられる見通しになれば、買収価格や物件補償等を決定し、

本格的な交渉に入るという予定となってございます。

また、先ほど申し遅れましたが、新センター用地の県の河川計画との検討ということでございますけれど

も、これらは私どもでは想定していないという状況でありまして、議員のご意見を参考とし、それらも検討

の一部としてつけ加えさせていただきたいということで、先ほどの答弁の追加とさせていただきます。

それと、現庁舎の土地の問題、借地の問題でございますけれども、今の段階では、この建物は、新庁舎を

建てた後には取り壊すという計画でございまして、その後は、前に申し上げたことがあると思うのですけれ

ども、地権者にお返ししたいということを考えております。その後、この土地につきましてどのような計画、

どのような開発を行うかというのは、そのときの地権者さんとのご相談もしくは話し合いになるかと考えて

ございます。

それと、新庁舎の関係と合併についてでございますけれども、新庁舎の規模につきましては、平成25年３
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月７日に庁舎基本計画検討委員会から答申を受けまして、内容的にはご承知かと思いますけれども、延べ床

面積が5,000平米、庁舎敷地面積が１万5,000平米となってございます。その意見書の答申の中で、合併につ

きましては、将来予測される合併への対応等については現状未確定ではありますが、仮に合併した場合にお

いても、板倉地域住民の利便性を確保するためには、行政センターは必要不可欠であるということが１点目、

それと、合併後、職員数の減少により庁舎スペースに余裕が生じた場合には、地域住民が活用できるスペー

スに転用できるような新庁舎が必要であるという結論を受けておりますので、これに向けて計画を進めてい

きたいと思います。具体的には、新庁舎に係る会議室等につきましては汎用性のある可動または移動式の壁

を用いたり、さまざまな用途に対応できるような設計にしたいと考えてございます。

なお、仮に合併したとしますと、その後の行政センターとしての機能の問題もございます。総合支所的な

ものができるのか、もしくは支所的なものができるのか、または出張所になるのか、その辺は当然未確定で

ありますので、その辺も踏まえて新庁舎の計画を進めてまいりたいと考えております。

〇２番（今村好市君） どうもありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で今村好市君の一般質問が終了しました。

ここで暫時休憩いたします。

２時45分より再開します。

休 憩 （午後 ２時３５分）

再 開 （午後 ２時４５分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

引き続き一般質問を行います。

通告５番、延山宗一君。

なお、質問の選択は一問一答方式です。

［５番（延山宗一君）登壇］

〇５番（延山宗一君） ５番、延山でございます。通告に従いまして質問させていただきます。

市街化区域及び市街化調整区域の現況と利用計画ということで質問させていただきたいと思います。本町

は、首都圏整備法の都市開発区域の指定を受けまして、昭和52年、都市計画法によります市街化を促進する

市街化区域、それと市街化を抑制する市街化調整区域と区域を区分する線引きが実施されたわけでございま

す。その当時、首都圏60キロ圏内であり、高速館林インターに近くて、地域を生かせる町として期待を持っ

たわけでございます。

一方、都市計画基礎調査によりまして、土地利用動向を見ながら、市街地周辺や、そのほか都市的な利用

計画を推進、土地利用計画と整備計画を策定し、新たな利用計画が進められてきたわけです。この計画の実

施に向け、行政、そして商工業、町民が一体となり取り組み、安全で安心して住める町ということで、また、

あわせて住み続けられる町として続けられてきたということと思っております。このような背景のもとで、

昭和55年には板倉町新総合計画を策定、新しいまちづくりへと進んできたわけでございます。まちづくりの

ビジョンとして、都市近郊型、農業と商工業の発展、調和のとれたまちづくりが進められてきたわけです。

そして、平成２年には東洋大学の進出、駅設置、そして平成３年には板倉町第３次総合計画を策定、10年
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には板倉ニュータウンの分譲が始まり、これまでの農村地域から大学ニュータウンと新しいまちづくりが進

められ、新しいタイプの田園都市へと変化してきたわけです。西地区におきましても、田園集落の居住空間

の形成ということで、それぞれの地区計画を推進、土地利用法につきまして検討されてきたと認識しており

ます。市街化調整区域とともに、まちづくりの構想方針を打ち出しまして、良好な居住空間の整備へと進め

られてきた。しかし、時代の変遷によりまして、市街化区域における空洞化の現象が見られるようになった

ということでございます。現状の町の状況をここでお伺いしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問にお答えいたします。

板倉町では、現在、市街化区域を大きく分けておりまして、３カ所ございます。まず１カ所目が、先ほど

延山議員さんがおっしゃいました昭和52年、これが一番最初でございまして、西地区の大字板倉岩田の一部

の区域、面積につきましては140ヘクタール。２カ所目が、昭和60年に編入をしました大蔵地区、37ヘクタ

ール。３カ所目が、平成６年に編入をしましたニュータウン地区、218ヘクタールでございます。市街化区

域の合計の面積につきましては395ヘクタールとなっておりまして、調整区域の面積につきましては3,789ヘ

クタールとなっている現状でございます。

また、市街化区域の状況でございますけれども、そのうち約55％が宅地でして、11％が田畑でございます。

残りの区域につきましては、公園、道路、その他でございます。また、市街化調整区域につきましては、約

９％が宅地でございます。59％が田畑でございまして、残りの区域につきましては公園道路、その他の用地

でございます。そのような状況でございます。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 昭和52年に線引きが行われた以降、36年が既に経過しているということでございま

す。多くの期待を持って線引きが行われたのですけれども、その間、ニュータウンも含めて３回あったとい

うことでございます。土地利用計画ということで進められてきたのですけれども、当然ニュータウンの場合

は市街化として開発するということで、これは理解できるのですけれども、そのほか計画が、その他の地区

で進められてきたことと思うのです。それにつきましてはどのように進められてきたかお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問でございますけれども、特に市街化区域につきましては、

市街地として積極的に開発、整備する区域でございますけれども、用途の指定によって建てられる建築物、

用途等を規制しております。用途の中には、ニュータウンの中の住宅地区あるいは大林地区などの高さが10メ

ートルまでの低層住宅の良好な環境を守るための地域であるということで、これについては第１種低層住居

専用地域、また東洋大学の区域や岩田地区などの中高層住宅、500平米までの店舗などが建てられます第１

種中高層住居専用地域、また板倉地区などの住居地域でございますけれども、3,000平米までの店舗が建て

られる第１種住居地域がございます。それ以外には、ニュータウンの駅前の商業地域、近隣商業地域、ニュ

ータウン産業地区などの準工業地域、大蔵地区の工業専用地域がございます。
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また、市街化調整区域につきましては、市街化を抑制するということで、自然環境の保全を目指すという

土地利用の考え方としておりまして、開発行為あるいは建築行為、こういうものが厳しく制限されてござい

ます。しかし、一方で、開発行為の許可基準によりまして一定の条件を満たす開発行為、あるいは建築行為

が認められてございます。分家住宅あるいは線引き以前から宅地内に住んでいる住宅、あるいは沿道型の休

憩所、コンビニ等がこれに当たるということでございます。

以上でございます。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） それぞれの居住空間の建築ができるところとできないところということの報告があ

ったわけですけれども、本町にしますと、市街化区域が駅周辺と海老瀬のニュータウン、そして西地区の板

倉から岩田の一部ということが市街化区域として線引きされているということです。非常に板倉町の市街化

は二極化された町だということです。それ以外は全て調整区域、住宅を抑える地域となっている。

調整区域ですが、この第４次総合計画の中で作業を進められてきたわけですが、過去５年単位で結構です

から、市街化区域に新築住宅が建てられた軒数、そしてまた市街化調整区域に新築された住宅、何棟ぐらい

あるか、またその構成比率もあわせて伺いたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問でございますけれども、これにつきましては都市計画の

基礎調査ということで実施しておりますので、その戸数ということで報告したいと思います。

これは５年に１回ということで、平成18年度で市街化と調整、合わせまして１万1,368戸、５年後の平成23年

度には１万1,339戸ということで、平成18年度につきましては市街化に建てられた比率でございますけれど

も、約25％、調整区域につきましては75％という比率でございます。５年後の平成23年度につきましては、

市街化区域内が27％、調整区域が73％という状況でございます。

以上でございます。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 今のお話を聞きますと、市街化区域に家を建てなさいと指導なり、また許可されて

いるからとそこへつくるのですけれども、現実に約二十五、六％の新築が建てられて、あとの約75％前後は

調整区域に新築がされているということが現実です。本来は市街化を進めるべきところに、非常に少ない方

が家を建てている。そして、農地を保護し、作物をつくるための市街化調整区域の中に、非常に大きな数字

の家が建てられているということの現実で、これは今後どう進めていくべきかなと心配なのです。先ほどの

説明の中に、調整区域に新築される場合、非常に規制が多いということです。この市街化区域に家を建てる

場合には、約１カ月ぐらいですか、届け出により市街化区域に家が建つ。しかしながら、調整区域にいざ新

築しようとすると、分家住宅でなければだめだということの説明、そしてまた、分家住宅でも相続による土

地を求めたものでないと調整区域には家が建たない。なおかつ、あわせて除外申請をやらなければならない。

これは非常に先ほどの庁舎建設にもあったわけですけれども、除外するということは非常に大変な作業であ

る。一般に６月と12月の申請により受け付けがされるのかなと、そんなふうに思っているのですけれども、

現在の新築を申請しますか、除外申請するときには、約１年半から２年をかけて除外がおりる。そこで、白
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地になって農地転用に作業が入っていくということだと思うのですけれども、非常に長い年数がかかるので

す。なぜそんなに年数をかけて除外しなければならないか、その辺についてわかる範囲で結構ですので、お

尋ねしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 山口産業振興課長。

［産業振興課長（山口秀雄君）登壇］

〇産業振興課長（山口秀雄君） ただいまのご質問は、恐らく農業振興地域整備計画の変更の関係、要する

に農振の用地、青地からの除外ということだと思いますので、そちらにつきましては延山議員おっしゃった

ように年２回ということで、それぞれ６月と12月でまとめまして、町の計画を基本的には見直すという方向

で土地利用部会、それと総合農業振興協議会に諮りまして、それを、実際はこの計画は町で決めるものです

が、それについては県の承諾が要るということですので、県に事前協議を行うということになります。１年

半くらいかかるというのが確かに今の現状でありますが、通常であれば大体１年ぐらいで、その辺は県も許

可をおろしてくるのですけれども、今回についてはいろいろ除外を行う上で６月と12月に分けてやっていま

して、数件の案件が出てきます。その案件の中で、例えば１つこの案件についてはもうちょっと調べてほし

いとか、こういう改善はできないのかという調整をやらなければならないと。全体に調整が整った段階でそ

の先に進むというシステムになっておりますので、そういう関係で今回はある案件について若干そういうこ

とで調整がつかなかったということで実際伸びてしまったという状況にあります。通常であれば、大体１年

間ぐらいで進むと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 今、産業振興課の課長から、それにつきまして答弁があったわけです。ですから、

市街化区域に家を建てるということで進められるのですけれども、市街化区域に土地があるということだと、

当然これにつきましては除外申請が却下されるというのはわかります。市街化区域に土地を持っているとい

うことは、当然そこへ家を建てなさいということであるわけです。今度、その土地が、道が狭くて入れない

場所とか、またよく我々の言葉では通称中畑と話をするのですけれども、道路がない、道路つきの１枚奥だ

ということになりますと、当然中に入っていけない。しかしながら、そこへ進入する道路について、例えば

その地主さんに土地の提供をお願いしたところ、売らないということで売買が成立しない。なかなかそこへ

家が建てられない。それでも市街化区域にはつくりなさい。市街化区域に土地を持っていた場合は、調整区

域には除外申請は受けられません、そんなことでの回答も来るということになるのです。これでは当然町と

すると、人口を増やさなければならない、町の活性化もしなければならないという点についてブレーキが、

足かせがかかると受けとめられるのですけれども、これについてお答えをお願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） １つは、乱開発とかいろんな意味で、市街化区域にもそれなりの理由で細部にわた

ってそういった厳しい規制もあるのだろうと思いますが、町にとってはそういう意味では方向性からすれば

緩くやって、市街化区域にはより緩く、市街化調整区域についてもより緩くという願望は持っておりますが、

なかなか法律を盾にとられまして、先ほど課長が答弁したようなことなのかなと考えます。
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〇議長（野中嘉之君） 山口産業振興課長。

［産業振興課長（山口秀雄君）登壇］

〇産業振興課長（山口秀雄君） 先ほどの除外の関係ですが、やはり基本的には市街化区域に土地があると

いうものは、これは農地を逆に宅地にするという形で、市街化区域でありますから、どんどん宅地化しよう

ということであります。それは当然第一にということでありますけれども、除外の要件の中でも、市街化区

域に持っていれば、まずはそこをやりなさいよということになります。ただし、そこが、先ほど言いました

ように袋地だとか、とても宅地として使えないものについては、そういう理由がつくのであれば、その次は、

実は青地ではなくて白地というところに今度移っていくわけなのです。農用地の白地であっても、道路がつ

いていないとか非常に不便だというような場合に、やむなく今度、農振農用地の青地という形で変わってい

きますので、青地が必ずしもだめということではないですけれども、基本的に順番を追って内容を説明して

やっていくということです。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） それでは、それについて、では市街化調整区域になります。市街化調整区域の中で

既存の建物が現実に建っている。例えば、一部増築したいということで申請したわけですけれども、それは

認められないということで却下。片や駐車場で、既存の建物あります。駐車場で申請し、採択となりまして、

そうすると今度は駐車場から許可が出まして、用途変更し住宅をつくる。建物をつくる。そして、手狭だと

いうことで、再度駐車場を申請し、採択になるという例も見受けられるということ。片やだめだだめだとい

うところもあれば、意外に物事が進んでいく場所もある。そんなに離れていない場所において、そういう差

が出てくるということは、どういう意味合いで差が出てくるのかお伺いしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 山口産業振興課長。

［産業振興課長（山口秀雄君）登壇］

〇産業振興課長（山口秀雄君） 今おっしゃった事例というのは、まず基本的に青地から除外をするには、

例えば今、駐車場という形で利用するということで除外になります。なった場合は、基本的に駐車場として

利用するということがまず第一でありまして、実際駐車場として除外したものは、きちっと駐車場として利

用してもらうということです。ただし、駐車場として一度利用した場合は、それ以降、ほかのもので使う場

合であっても、基本的には今度農地法から外れますので、それ以上は農地法について基本的には追っていけ

ないと。ただし、そういう形で駐車場で除外したところであっても、今度は開発行為、建物を建てる場合は

開発行為の申請がありますので、そちらのほうが基本的には恐らくできないということになります。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） わかりました。結構です。

それでは、川入東整備計画についてお伺いしたいと思います。当時、計画の市街化区域として地域発展増

加を見込んだ場所として、他の見本となるような居住空間にと事業の推進がされたわけですけれども、現在

の状況はどのようになっているかお伺いしたいと思います。都市建設課長、お願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問でございますけれども、川入東地区につきましては、最
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初、土地区画整理事業ということを前提として測量基本計画策定、それと説明会を実施してきました。ただ

し、組合の設立、それと事業開始の地権者の同意、これが目標の95％ということで、それに達せず、現在、

組合設立には至っていないという状況で、現在では86％まで同意があると。町としても、今後も土地区画整

理事業を支援する予定ですけれども、基本計画の見直しを含めて今後の方向性を十分検討していかなければ

ならないのかなと思っております。

以上でございます。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 86％という状況にあるということです。市街化区域として整備を進めていこうと思

ったのですけれども、なかなか進まないということです。市街化区域の土地ということは、当然高い固定資

産税を払って農作物をつくっているということなのです。見直しというお話もあったのですけれども、当然

見直していく必要はあると思うのです。先ほど今村議員の都市計画道路です。地区計画の中で当然考えてい

くべきではないのかということもあるわけですけれども、今、板倉町におきましては、新庁舎建設というこ

とで事業が進んでいるわけです。公園通り線の場合は市街化調整区域として取得していくということで進ん

でいるわけですけれども、市街化調整区域の場合は、取得金額につきましても市街化区域より安く取得がで

きるということで進められるということもあります。その後に、このまま調整区域として置いておいていい

のか、また見直しということのお話もあったわけですけれども、今後期待していくところ、庁舎周辺にはサ

ービス業も含めて建物をつくらなければならないのかなということなのです。ですから、庁舎建設とあわせ

て、当然見直していくことも必要、またはつけ替えをすることもいいのかな。しいては、逆にここを白地に、

市街化区域にということの逆線引きもしてもいいのかなということが言えるわけですけれども、それについ

て答弁をお願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） ただいまのご質問でございますが、見直しということでございますけれど

も、現在も議員さんがご存じのとおり、ニュータウンも計画どおり進めば結構なのですけれども、ああいう

状況で人口も増えていないと。それと、現在の市街区区域もこの川入東も入っておるわけですけれども、や

はり人口が増えていないという中で、これを見直すということは、市街化区域の面積を減らして調整区域の

中に持っていくということであれば面積的には合うのでしょう。ただ、それをするのは難しい状況かなと思

っております。逆線引きするということでございますが、それも選択肢の一つと考えられます。やはりそこ

にいる地権者、それと関係機関と慎重に検討が今後も必要があるのではないかということで、現段階では土

地区画整理事業を支援していくという方向で考えてございます。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 今後、住宅の増える見込みのないところをしっかり見きわめながら、時代の状況を

鑑みて、臨機応変に対応していってもらいたいと思います。

町長にお伺いしたいと思います。町長は、マスタープランの中でおおむね20年後における都市及び地域の

将来像について、都市整備の分野から実現するための方策として道筋を明らかにしております。まちづくり
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に取り組みたいと話されているわけですけれども、加えて都市づくりの進めるべき方向性、将来都市構造設

定、市街地ゾーン、また集落ゾーンなどのそれぞれのエリアに区分した拠点系土地利用について示していま

すが、その示された考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 今の板倉の状況を見ますと、ご指摘のように西と東の一部だけが都市計画区域（市

街化区域）になっている。先ほど別の議員さんからの質問もありましたように、南あるいは北については、

全てが農振地域（調整区域）であるということも含めて、一部の住民からは市街化区域を設定するとかいろ

いろ意見を承っておきながら、そういう方向へ少しでも持っていければという考え方でおります。

しかし、先ほど担当課長から答弁がありましたように、常に東地区にあれだけの土地現状、あのような状

況でありながら、そのほかに開発してよろしいのかというそういった大義に理論的に今のところ負けている

状況かなとも思っておりますし、そういう意味では一日でも早くニュータウン絡みに大きな区切りをつけら

れるように全力を挙げ、そういう意味では、当初、板倉町が４つの村で合併してきておりますので、それぞ

れ拠点となるそういった線引きが行われておればよかったのですが、そういったことでございますので、当

面そういったものを実現するためにも、今、全力でニュータウンに対してあらゆる手法で対処しているとこ

ろでございます。

具体的にということについては、今の手法でいきますと、地権者の同意あるいは地域計画も含めて、例え

ばそういった方向に賛成なのか反対なのか、多分そういうものに指定されると開発が進まない場合、税だけ

を取られて反対だとか、いろいろその地区地区によっても意見もあるようでございますので、そういったも

のをまとめられるような状況をいかにつくっていくかということも含めて大きな課題でありますし、それら

を解消すべく頑張っているというところでございます。何といっても法が厳し過ぎて、なかなかハードルが

高いなという感じはします。それの原因が、いわゆる全国でもこれだけの農地を潰して、東地区にあれだけ

のニュータウンをやった例はないと。加えて、その後の成果が思わしくないということが、ほかの特に南、

北、西も含めて影響を及ぼしていることは事実だろうと思っております。答えになるかどうか。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） 今後、市街化区域また調整区域につきましては、時代や社会情勢の変化に柔軟に対

応しまして進めていただきたいと思います。

それでは、次に移ります。地域防災計画における防災、応急対策についてお伺いしたいと思います。今年

も昨年に続きまして、異常な暑さを記録しております。暑さの影響もあると思われますが、７月には島根、

山口と西日本で大雨、甚大な被害が発生、８月には東日本、東北、北海道での記録的な集中豪雨、これまで

に経験したことのない雨、直ちに命を守る行動をとってほしいと最大級の警戒の呼びかけがあったわけでご

ざいます。予報の警告として、記録的短時間大雨予報を発令、集中豪雨の恐ろしさを見せつけられたという

ことでございます。

本町におきましては、総合防災訓練を実施、町民全体参加を呼びかけまして、いつ、どこで発生するかも

しれない自然災害に備えています。加えて板倉町地域防災計画を策定、風水害や震災などの災害に強いまち

づくりが進められてきたわけです。地域防災計画において、それぞれの機関で、それぞれが行うべき事務や
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業務が示されているということです。もし地震、川の氾濫が発生したときに、迅速に災害の応急対策を実施

し、被害を最小限度に抑える行動をとらなければならないわけでございます。災害の伝達は、災害対策の内

容を大きく変える。正確性を持った被害規模の把握や情報の管理などがどのような方法で行われるか、また

災害発生直前の警告はどのような方法で発信するのか、またどの時点で発信するのかお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（野中嘉之君） 中里総務課長。

［総務課長（中里重義君）登壇］

〇総務課長（中里重義君） お答えいたします。

一昨年の3.11の大震災のときには、突然の地震ということで、議員もご承知かと思いますが、我々職員手

分けで町内を区分しまして、被害の状況等を調査した経験がございます。そういったことで、可能な限り迅

速、速やかに被害状況の調査にかかるというところは、地域防災計画等でも定められているところでござい

ます。

地震とは違いますけれども、水害の対応について例を申し上げさせていただきますと、板倉町につきまし

ては南に利根川、北に渡良瀬川という河川が流れているわけでございますが、この河川の水位が上昇した場

合には、国土交通省、それから気象庁等のホームページを中心に河川の水位、あるいは降水量の状況を情報

収集します。あわせまして、利根川上流河川事務所との直通の連絡手段としまして、私ども町長以下担当の

課長、係長の携帯電話、それから先方の所長以下の携帯電話が非常時の通信手段として登録されております。

そういった情報連絡の経路を使いまして、利根上と情報交換するということで、刻々と変わる河川の水位等

の情報を得ながら、対応を内部で検討していくという、そんな手続、手順を設けています。

それから、ご承知のとおり、８月30日から気象庁が特別警報の運用を開始しております。この特別警報に

つきましては、3.11の大震災、それから平成23年の台風12号の豪雨等で住民に危機感を伝えられずに避難が

できなかったために大きな被害が出たという、その結果等を踏まえまして、最大限の警戒を呼びかけるとい

う意味合いで特別警報の運用を開始しております。ちなみに、特別警報の発令の基準でございますけれども、

府、県程度の広がりで50年に１度の値となる現象を対象に発令するという規定がございます。ですので、市

町村単位の50年に１度の値が仮に発生した場合にあっては、発令がされない場合もあると理解せざるを得な

いわけでございます。そういった中でありますが、これまで以上に住民に注意喚起するための特別警報の運

用も始まっております。

そういった中で、ちなみに申し上げますと、板倉町の50年に１度の値、雨量で申し上げますと、48時間の

連続雨量が273ミリ、３時間の連続雨量が100ミリというのが板倉町の基準で設けられております。ただ、こ

の100ミリというのは、最近のゲリラ豪雨等に比べますと、まだ緩い雨量なのかなと。最近では、１時間に100ミ

リを超えるような豪雨もあちらこちらで降っておりますので、まだその辺は緩いのかなと感じもします。

そんないろんな情報が入ってくるわけでございますけれども、この収集した情報を総合的に判断しまして、

町民へ避難準備情報、避難勧告、避難指示といった段階での警報を発令、発信していくということでござい

ますけれども、ちなみに利根川の関係を一例申し上げますと、基準の観測地点が伊勢崎市の八斗島水位観測

所の水位でございます。板倉町におきます避難準備情報としますと、八斗島の氾濫注意水位が1.9メートル

に達した場合が避難準備情報を発令するという手順になっております。さらに、同地点の水位が4.5メート
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ルに達した場合には避難勧告、それからさらに増水しまして4.9メートルに達したときに避難指示を発令す

る、そういう段階で発令が決められております。

この避難指示から避難を開始して、破堤の時間、破堤が予想される時間までに要する時間が120分、２時

間、現在、そういう試算でこの警報の発令が段階的に決定されております。この八斗島の水位が、川俣の観

測所まで到達するのに３時間を要するという国土交通省の試算値が出ておりますので、この到達３時間のう

ち２時間を要して避難していただくということでございますので、最長で考えますと避難が完了するまでに

おおむね１時間程度の余裕が持てるのかなと現在のところ我々とすると判断しているところでございます。

ご質問の情報収集とか警報関係については、以上のような内容でございますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） ただいまわかりました。といいますと、当然１時間の余裕があるということになる

わけですけれども、緊急速報が入った場合には、町民にそれを知らせていかなければならない。防災無線と

いうことの中で恐らく入ってくるわけです。そうすると、町民への知らせは、広報車ですか、あとはサイレ

ン等で知らせるわけですけれども、豪雨なり風が吹いているということになると、非常に聞こえづらいとか、

聞き取れないということもあるわけですけれども、それについての対応はどのように対応していくのかお伺

いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 中里総務課長。

［総務課長（中里重義君）登壇］

〇総務課長（中里重義君） まず、通信の手段ということでございますけれども、これは先ほど申し上げま

した国土交通省の利根川上流河川事務所とか群馬県等との通信の手段でまず１点目申し上げます。いずれに

しましても災害が発生しますと、一昨年の震災のときもそうでありましたとおり、非常に通信に制限がかか

りまして、携帯電話の通信もしばらくの間、ほとんど使えなかった状況であります。それから、固定電話に

しても同様でありました。そんなことで、災害が発生したときには、通信手段の確保が非常に厳しくなるの

かなという気がしております。

しかしながら、町の公共施設には一般回線が使用不能になった場合でも使用できる災害時優先回線という

のが引き込まれております。ちなみに内容を申し上げますと、役場に６回線、それから小中学校５校、それ

と公民館４館、保育園２園、それから水道の水源３カ所、その他４施設ということで、これは資源化センタ

ーとか水質浄化センターに入っております回線が、ただいま申し上げました災害時の優先回線ということで

ありますので、一般回線の通信が困難になっても、とりあえずこの優先回線が通信手段としては確保される

ことになっております。

あと、停電とか電話線が切断されるというようなことも当然想定されるわけでございますけれども、そう

いった場合には有線での通信はもう不通になってしまうだろうと予想せざるを得ません。そのかわり群馬県

の防災行政無線ネットワークが設置されております。これは群馬県から防災情報が発信されるものを受信す

る装置、端末でございまして、これにつきましては自家発電装置が装着されておりますので、停電時でも一

定時間の情報収集は可能でございます。それから、この燃料等の制限もございますので、その辺が燃料切れ

になったときちょっと心配があるという状況でございます。そういったところが、いわゆる関係機関等との
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通信情報の伝達で使用される場合の内容でございます。それから、電話等につきましては、町民等への連絡

の手段としても活用ができると考えているところでございます。

通信手段の確保につきましては、以上の答弁とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） もしものときに災害時優先電話ということが用意されているということでお伺いし

ました。５月の議員協議会におきまして、Ｊアラートを導入するということの説明がありました。Ｊアラー

トにつきましては、群馬県で本年度、10の市町村で設置することが決まっている。また、全体35の市町村の

うち21市町村でＪアラートが整備されると伺っているわけですけれども、このＪアラートについて確認の意

味を含めまして、設置状況、また運用がいつごろされるのかも含めて説明をお願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 中里総務課長。

［総務課長（中里重義君）登壇］

〇総務課長（中里重義君） お答えいたします。

まず、通信連絡体制ということで、少し余分な部分も答弁に入ってしまうかと思いますが、ご容赦いただ

きたいと思います。

まず、先ほど申し上げましたとおり、関係先機関からいろんな情報を収集しまして、町民への情報の伝達

ということで避難勧告等を伝達する手段としては幾つかの方法が現在体制として用意されております。まず、

自主防災組織の連絡網による伝達でございます。これにつきましては、町内全行政区に自主防災組織が組織

されておりまして、行政区三役を中心に行政区内の各世帯への連絡網が整備されておりますので、この連絡

網の活用が一番有効かなと考えられています。

次に、町と消防団、それから消防署による広報車両の巡回がございます。車両の台数的には、消防関係車

両が10台、それから町広報車両が12台用意されております。合計22台が広報車両として用意されております

ので、これもそこそこ有効かなと考えております。

その次に、これがＪアラートと関連する部分になりますけれども、現在、町が運用しております安全安心

メールの配信、これが現在、９月４日現在の登録件数が1,272件でございます。町民人口、世帯数から比較

しても、加入率は低いかなと感じておりますが、一昨年の大震災以降、登録件数は増加しています。最近で

は余り急激な増加は見られませんが、当時よりは増加しております。

次に、携帯電話会社を介します緊急速報メールの配信でございます。これもＪアラートとの関連が出てま

いります。それから、これは最終的にうまく機能するかどうか私としては疑問もありますけれども、ＮＨＫ

とかケーブルテレビ等との連携による情報提供ということでございますが、ケーブルテレビは身近なテレビ

局として連絡は密にとれるのかなと思っていますが、ＮＨＫの場合はちょっと不安な感じもしているところ

でございます。そういったものが情報の伝達手段として現在用意、考えられるものでございますが、このＪ

アラートの起動装置の導入を行いますと、安全安心メール、それから緊急速報メール、これは携帯の電話会

社、ａｕ、ソフトバンク、ドコモ、こちらに全て接続が可能ということでございます。

現在の携帯電話の普及率でございますけれども、世帯対比94.5％の普及率、これは総務省の調査結果でご

ざいます。ですから、板倉町が5,300世帯程度ございますけれども、5,000戸先は同率で見れば携帯を持って

いるということでありますので、相当有効かなと感じております。Ｊアラートの起動装置の導入の関係でご
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ざいますけれども、９日の月曜日に入札を執行しまして、業者が決まりました。工期的には来年の２月28日

を工期としておりますので、この日までには設置が完了することになると思っております。その後は、試験

的な確認等もして、正式には新年度４月１日ぐらいからの運用開始ということで考えておりますが、もう少

し早く運用ができるようであれば、そのようにしたいと思っております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） わかりました。

昨年ですけれども、常任委員会で愛知県の岡崎市で地域防災無線について研修を受けてきたわけです。そ

の研修の中で、岡崎市の防災無線の中で防災ラジオ通信ということを見てきました。ＦＭラジオの通信情報

です。この情報、市からの緊急情報をＦＭおかざきを経由し受信できるということです。これについては、

自動的に電源をオフにしておいても、オンになって音声が流れるということです。非常に利用が高く、評価

されるということで期待を持っているということなのです。

本町はＦＭ電波は所持していないわけですけれども、近隣においては開局している市もございます。最近

におきましては、桐生市において緊急告知ＦＭラジオを導入、Ｊアラートや市が発信する緊急情報を放送で

きるようになったということであります。町としては、これについてどう考えていくか。この近くでは、太

田市、桐生市がＦＭ局を持っている。邑楽町においては、タクシー無線を利用した緊急放送ができるという

ことを伺っているわけですけれども、簡潔にまとめて、簡単で結構ですので、お願いいたします。

〇議長（野中嘉之君） 中里総務課長。

［総務課長（中里重義君）登壇］

〇総務課長（中里重義君） ＦＭ放送局につきましては、板倉町独自で局を持つというのはちょっと困難か

なと思っています。それと、邑楽町が導入したＭＣＡ方式、タクシー無線局を活用する方式ですが、事業費

が当初の概算だと３億円ぐらいということですが、利用料等が継続して発生するということで、これも相当

高額な費用負担が必要だと。それと、デジタル60メガヘルツ帯の固定無線でございますが、これ親局と屋外

子局、電柱を立ててスピーカーをつける方式プラス戸別受信機を全戸、おおむね5,000戸に配る、配置する

というそういった仕組みで考えますと、費用が概算６億円程度かかるということで、いずれをとってもかな

りの費用負担が伴うことになりますので、今のところ引き続き検討させていただきたいということで考えて

おりますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（野中嘉之君） 延山宗一君。

〇５番（延山宗一君） あと３分ということで、認定農業者に関する取り組みということで、こちらで一方

的に話しますので、答えていただきたいと思います。

認定制度、これについて現在の認定者数、またメリット、地区別に見るとどのくらいの人数の認定者がい

るか、また業種、そしてまた認定農家協議会についての活動状況をお願いしたいと思います。簡単で結構で

す。

〇議長（野中嘉之君） 山口産業振興課長。

［産業振興課長（山口秀雄君）登壇］

〇産業振興課長（山口秀雄君） それでは、認定農業者の関係でございます。認定農業者につきましては、
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ここのところ、平成14年度から協議会という形で始まっているのですけれども、平成18年の末には約140名

ということでかなりの人数がいましたが、平成23年末には83名まで落ち込んでしまったと。ただ、現在は84名

ということでありますので、ここ数年は横ばい状態で推移しているということであります。ですから、ここ

のところは人数的には増えもせず、減りもせずという状況でありまして、ただし、その中の認定農業者の協

議会、こちらへの加盟者は62名ということでありまして、認定者の約75％が加盟ということになっています。

この協議会につきましては、始まった当初から認定農業者皆さんとの連絡、いろんな情報交換だとか研修

だとかという形で始まったものでありますけれども、こちらの認定者の増加に今後力を入れたいと考えてお

ります。

また、認定農家の地区別でありますが、大変申しわけございません。地区別につきましては、今手元に人

数の資料がございませんで、総数84ということで、申しわけございません。

それと、内容については、認定農業者のほとんどが複合経営ということで、ハウスと田んぼ、水稲という

形が多い状況です。

［「協議会」と言う人あり］

〇産業振興課長（山口秀雄君） 協議会につきましては、現在、先ほども申し上げましたように、加盟者が

62名ということで、認定農業者の約75％しか入っていないということであります。基本的には全部に入って

もらいたい、全員の認定農業者に入っていただきたいということが当然ありますし、そういうことも含めま

して協議会の役員とこれから協議しまして、基本的には認定農業者になったときには協議会に入っていただ

きたいという方向で進めていければなと考えています。

以上でございます。

〇５番（延山宗一君） 以上で質問を終わります。大変ありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で延山宗一君の一般質問が終了しました。

ここで、先ほどの今村議員の質問に対し、鈴木都市建設課長より答弁があります。

鈴木都市建設課長。

［都市建設課長（鈴木 渡君）登壇］

〇都市建設課長（鈴木 渡君） 先ほどは大変失礼しました。

まず初めに、都市計画道路の変更でございますけれども、これは変更は可能ということで、ただし計画上

の地権者との協議の説明、あるいは町の方針を変更して、マスタープランの変更協議で都市計画決定してい

くという段取りになろうかと思います。

国道、県道については県の決定を受け、町道につきましては町の決定で県の同意が必要ということでござ

います。

それと、都市計画道路の中にある建物の数でございますけれども、板倉線、それと雷電通り線、中央通り

線、合計しまして152戸、それから幹線道路の関係でございますけれども、先ほど550キロというお話であっ

たと思うのですが、これにつきましては町全体で約550と。そのうちの延長、これが82キロということでご

ざいます。

それと、繰り越しの関係でございますけれども、平成22、23年度の繰り越しにつきましては840万円、１

路線でございます。その理由につきましては、町道の工事に関し、地元の調整が整ったのですが、工事の期
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間が短いため、繰り越しを行ったという理由でございます。また、平成23年度につきましては4,370万円の

繰り越しということで、４路線、理由につきましては県道との交差点、これは県警、土木事務所との協議に

時間を要したということで、設計の業務に遅れが生じまして、適切な工期がとれなくなってしまったと。そ

れと、２つ目につきましては、会社の拡張のために買収計画がありまして、会社側の用地買収に係る地権者

交渉に時間を要したということで繰り越しになってございます。３つ目については、線形を確定するのに時

間を要しまして、河川占用の手続ができずに工期がとれなくなったということでございます。４つ目につき

ましては、物件の移転の不測の時間、思った時間を要して工事が遅れたということで繰り越しを行ったと、

そんな状況でございます。大変失礼しました。よろしくお願いします。

〇議長（野中嘉之君） ここで暫時休憩いたします。

４時より再開します。

休 憩 （午後 ３時５１分）

再 開 （午後 ４時００分）

〇議長（野中嘉之君） 再開いたします。

引き続き一般質問を行います。

通告６番、秋山豊子さん。

なお、質問の選択は一問一答方式です。

［10番（秋山豊子さん）登壇］

〇10番（秋山豊子さん） 10番、秋山豊子です。通告に従いまして質問させていただきます。

初めに、小規模小学校統合問題について質問いたします。全国的に児童生徒は少子化により減少の一途を

たどっております。板倉町においても同様であります。少子化などによる児童の減少に伴い、本町の小学校

が小規模化している状況は深刻であります。小規模校にはよい点もたくさんありますが、入学から卒業まで

の６年間、少人数のため、同一児童で学校教育を受けることになります。この環境が果たして十分とは考え

がたいものがあります。小規模校が抱える教育上の諸問題を総合的に検討し、小学校統合問題についてこれ

から教育長に伺ってまいりたいと思います。

この問題につきまして、私もあるご家族からご相談したいということで、その家庭に伺いました。そうし

ましたら、おばあちゃん、おじいちゃん、そしてお父さん、お母さん、そして、そのおばあちゃんにしてみ

ればお孫さんたちが私を出迎えてくれまして、こちらに上がってくださいということで話が始まりました。

そうしましたところ、おばあゃんに当たる、おばあちゃんといってもまだ若い方ですけれども、お孫さんか

らしてみればおばあちゃん、おじいちゃんが、家庭の中でお母さん達と子供のこと、孫について本当にいろ

いろ話をする。そういう中では、若い者は本当に板倉町でこのまま学校が続いていくようであれば、私たち

は館林市へ越したい、そういう考えもあるのだということをお話してくださいました。そのときに、いろい

ろと子供たちを育てることについての環境について、またこれで本当に教育がいいのか、そういうことを切

々とお話してくださったわけです。

私もその前に、東部公民館などで若いお母さん方と懇談会などを持たせていただきました。そこでいろん

なご要望があり、あるときは当町の職員の方とご一緒に要望をお聞かせいただいたりしながら、私なりに試



- 113 -

行錯誤して、何とかこの要望に応えられればいいなという思いで話を進めてまいりました。そういう中で、

栗原町長にも要望書を若いお母さんたちから出したのですというお話も聞きました。そのとき、町長からも

ちゃんと答弁をいただいているのですよというのは伺いましたけれども、それは統合についての答弁ではあ

りませんけれども、そういうお話も聞かせていただきました。

そういうことで、この統合については本当に難しい問題ではございますが、これから先、今、オリンピッ

クが日本で開かれるという時代でありますので、私は何としてもこの問題をみんなで子供たちのために何が

できるか、そういう思いで検討していくことが大事かなと思っております。そこで、教育長に統合問題につ

いてどのようなお考えかをお聞きします。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） まず、現状といいますか、小規模校であるがゆえのメリット・デメリット等ある

と思いますけれども、教育環境ということでお答えすると、私自身の理想とする教育環境は、豊かな自然が

あり、歴史、伝統、文化を持ち、教育への市民の支援があり、勤勉な教員、そして素直な子供たちがそろっ

た学習環境と思っています。私、３月の議会時にはエアコン整備がなった。それから、耐震工事も完了。そ

して、その当時ですけれども、いずれパソコンを総入れ替えする予定ということで、私自身は、ではじっく

りと腰を落ちつけて、学校の特徴を生かした学校運営あるいは学級運営の努力をしてくれればいいと。少人

数指導のメリットを生かしながら、その部分を強調した上で進化させる中で努力していくことが先決かなと

いうことで、現在の状況で進みますよということを言った覚えがあります。

そこで、メリット・デメリット等、既にいろんな形で出されているわけですけれども、大きく言うならば、

メリットについてはきめ細かな指導ができると。一方、先ほども議員さんおっしゃいましたけれども、人間

関係といいますか、これが固定化してしまうということもあって、両者が現在、混在しているという中で、

やはりメリットの部分を強調した中で運営していかなくてはいけないなということです。もちろんデメリッ

ト面も少しでも改善する努力は必要かと思いますけれども、そのような環境に現在、板倉町はあると思って

います。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ただいま教育長のお話を伺ったわけですけれども、本町としての小学校の現状と

課題についてはどのようなお考えをお持ちか伺います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 私、年間を通して見ないと行事の中身がわかりませんので、正直不透明な部分も

ありますけれども、現在、１学期に見た学校状況等を見ますと、非常に各校ともうまく運営されているなと

いう気がしております。現状としましては、８月28日現在の４小学校の児童数は754人、１年生は115名、今

後、児童数は確実に減っていきます。平成30年度には、新１年生の数が100人を割ってしまうということに

なります。そうなりますと、やはり今から長期展望に立った方策等を考え、さらには目の前の子供たちに充

実した学習環境を提供するのが務めかなということで、その双方を同時に考えていきたいと思っています。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。
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〇10番（秋山豊子さん） 今、現状と課題ということでご質問させていただきました。できれば各小学校等

の現状と課題ということをお聞かせいただきたいなと思っておりまして、それが終わりましたら、４校の総

合的な課題、それはどこにあると思われるでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 各校とも課題等は持っております。これも先ほど午前中ですか、小森谷議員にお

答えしたといいますか、具体的なものですけれども、例の適正規模調査研究会というのを立ち上げまして、

その中で出たことではありますけれども、具体的に言いますと、施設上の問題点は東小は少人数でも指導す

る教室がないと。あるいは、東小の体育館は余りにも狭いと。これは単学級を想定した広さであるというこ

とからですけれども、それから西小あるいは北小施設の老朽化といったことも挙げられています。プールあ

るいは体育館の老朽化ということも挙げられています。

さらには、教科的には、国語では細かい指導には当たれるけれども、幅を広げることはできないと。それ

から、算数につきましては、多様な考え方を引き出しにくいといいますか、あるいは体育でも合同体育で指

導することができるけれども、やはり個に応じた指導ができるといいますか、数多くの人数を必要とするゲ

ームができないというところがあります。つまり見て学ぶ場面が設定しにくいということ、さらには音楽等

でも合奏あるいは合唱の迫力がなくて、行う意義が見出せないと。非常に極端な意見ですけれども、こんな

ものも出ております。意見交換というような形で出てきたものですけれども、各校が抱えている少人数がゆ

えの問題かなということであります。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ただいま教育長の答弁をお聞きしまして、ちょっと答弁が早いかなと、段階が早

いかなと思うのですけれども、小学校の小規模化は前段でも申し上げましたとおり、ますます進む傾向にあ

るわけです。各学校の先生方から見た小規模校と適正規模校などについて、ただいまお話がありましたけれ

ども、意見交換などはあるのでしょうか。あるとしたら、どのぐらいの頻度でそういった話し合いなどはし

ているのでしょうか。また、先ほど教育長が答弁した、そういうことが出てきているということでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 繰り返しになりますけれども、先ほどお話ししました適正規模調査研究会という

ことで、８月の末に行いました。また、その意見をまとめた段階で、11月の頭にまた計画しております。そ

ういう中で、またさらなる次の段階の意見交換ということにしたいと思っております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） その意見の交換というのは、校長先生が集まってしているのでしょうか、それと

も教職員の皆さんが集まって検討会を、先ほどは校長先生と学校の教育が最もすぐれた方が一緒になって検

討しているのですよということがありましたけれども、先生も現場も先生ですけれども、その内訳というか、

そういうのはどうなのでしょうか。校長先生と最もすぐれた先生との交換の話し合いで、こういう問題が話
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し合われたということなのでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 先ほどお答えしましたように、10名で構成しています。アンケートといいますか、

問いかけのものは、もちろん各学校の先生方全員に呼びかけたわけです。それをまとめた形で、各代表の先

生も含めてということで会を構成しているわけです。ですから、全員の先生方の意見であるということで考

えていいと思います。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） そうしますと、４校の校長先生を初めとして、その学校の教職員の皆様からのア

ンケートとか、そういうものを集めての先ほどの教育長の検討委員会を持っていますよという答弁の一つか

なと思うのですけれども、それにしては、今、はしょって答弁してくださったのかなと思うのです。もう少

し現場に根差した先生方の目がここにあらわれてくるのではないかなと思うのです。先ほどの教育長の答弁

ですといかがかな、何というのでしょう、学校が狭いとかそういうことはわかりますけれども、もう少し子

供たちに目が届いた、本当に現場でなければわからない、そういったことに対しての小規模校が適正規模校

に対してこうなのだという意見が出てくれば、ありがたい。また、その検討委員会の意味合いも出てくるか

なと思うわけです。これはお母さん方、真剣に今、お話し合いをしております。なかなかこれ統合と言って

も、本当に難しい話で、すぐにすぐできるというものではありませんけれども、それだけに私たちも真剣に

なって、いろいろな方々のご意見をいただきながら、できれば前に進めていきたいなと思いますけれども、

それでは小規模校の学校運営をどのようにお考えでしょうか。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） では、もうちょっと詳しく出された意見、確かにはしょった面もあります。中身

は、まず今の学校運営の前に、ご指摘のはしょったということも含めまして、ちょっと細かくお話しさせて

いただきますと、教育指導面の課題として何度も出てきましたけれども、人間関係が固定化してしまうとい

うことです。もちろんデメリットです。それから、少ないがゆえに環境変化に適応できない中１ギャップが

起きやすいと。それから、学級の団結力や学級間の競争が体験できない。多様な学習指導形態をとりにくい。

なれ合いの雰囲気になってしまう。マンネリ化してしまう。集団生活の中での協調性や連帯感の醸成が難し

い。先ほど体育のことでお話ししましたけれども、人数が必要な領域の指導には限界があるというものでし

た。

また、全般にはメリットはこんなものがあります。信頼関係が深まりやすい。きめ細かな対応ができる。

学校が一体となって活動できるに対して、同じことになりますけれども、全体のご意見です。コミュニケー

ションの能力が低くなる。集団での遊びが成立しにくくなる。切磋琢磨の機会が少ない。多様な考え方や価

値観に触れる機会が少なくて、主体性や社会性が育ちにくい。変化がなく、メンバーに応じた行動を体験す

る機会が減るというものが出されました。各校ともほぼ共通した内容でまとめ上げたものですけれども、そ

してこのような学校運営ということでお話ししますと、教職員数が少ないということで、バランスのとれた
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配置ができないという部分があります。つまり１人の先生が抱える分掌、何々主任というようなことで仕事

分担ですけれども、校務分掌が増えまして、１科に何役もの仕事があるということで、それに伴って出張等

も増えることになりますから、自習監督等に教頭先生みずからが出るということもしばしばあるわけです。

その辺は過重負担ではありますけれども、視点を変えますと、大きな学校ではなかなか回ってこない主任と

いうもの、これも若いうちに経験できると、これはメリットだと思います、大変ではありますけれども。早

いうちに組織を動かすことを学ぶことができると。

それから、教頭先生が自習監督するということもありますけれども、子供たちの実態把握に直結するとい

うこと、生徒指導の面では効果が期待できるのかなと思っています。一人一人の児童に目が行くということ

で、個に応じたきめ細かな指導が学校運営としてはできるということです。そういう意味では、小規模校と

いうことで仕事量の点では大変でありますけれども、その点と、小規模校であるからこそできる、先ほどお

話ししましたメリット等が教育という面でできるかなと、そのように私は思っています。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ただいま教育長のお話の中に、校務分掌についてのお話がありました。これにつ

きましては、先ほど教育長おっしゃっておりました適正規模校であるならば、調整もできるし、それが小規

模校であるがゆえに、なかなか先ほどお話がありましたように、仕事の割り振りというか、子供たちに対し

ても、やはり多少マイナス面も出てくるのかなというのも感じております。会議や研修なども小規模校です

と大変な面があるので、教職員の皆さんにも大変なご負担をかけることにはなると思います。

そういう中で、お母さん方も、父兄の皆様方も、結局１年から６年卒業まで同一児童ということで、やは

り交流の場も限られて、いろんな方とのお話し合いとか、悩みとか、そういった子供たちの問題などを話し

合う、そういうのも少なくなって、いつも会うクラスのお母さん方と話すことも多いのかなということを思

っております。私たちは子供を育て上げた人間ですので、先ほども町長からお話がありましたように、今、

子供をお持ちの父兄の方と私たちの思いというのは多少の差が出てきてしまうと思うのです。でも、これか

ら板倉町を背負っていってくれる子供たちの将来でありますので、ここでは真剣にみんなで考えていくべき

かなと思っております。

そういう中で、統合問題といいましても、そこの各小学校の長い歴史もあります。そして、そこで小さい

ころから育ってきた生活の習慣とか、地域のコミュニティですか、そういうのも今育っている中で、なかな

か統合ということをお話しても、賛成の皆様が全部とは限りません。私もこういうお話をいただきましたの

で、周りの方にお話ししても、俺は反対だと、そういう方もおりますので、そういうことを考えますと、な

かなか統合についても、スタートするということは大変なことだと思っております。

先ほど検討委員会ができ上がった。それをしっかり検討委員会としてつくって、そしてそこから発信して、

地域の皆様がこの統合についてどう考えるかということを皆さんにお聞きして、私もこの質問をするにあた

って桐生市が統合したところのことを調べてみましたら、この統合について、賛成、反対というのは、私た

ちではわからなかったそこに住む人のいろんな思いというのが随分と伝わってきました。検討委員会では、

全部それを出前講座というか、外に向かって皆さんの声を聞いて、それを一冊の冊子にして、どうかこの冊

子を皆さん、読んでくださいということで配布して、そして段階を踏みながら統合したという、そういうお
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話をされておりました。そのぐらい統合するということは、本当に大変なことなのだなと思っておりますけ

れども、その辺をこれから教育長が検討委員会を立ち上げたと今おっしゃいましたので、それを本物の検討

委員会としてしっかりと取り組んでいただいて、これがやるよと言ったからとそのままですと、日はすぐ過

ぎてしまいます。そういうことで、できましたら早期に何回かお話し合いしながら、段階を踏んで、また資

料をいろいろと集めていただいて、そして進めていただけたらなと思っております。子供さんを持つ父兄の

皆様は、一日一日をそういう思いで過ごしておりますので、できましたら私たちのできることは何か、そこ

に立って考えていけたらいいかなと思っております。

また、学校教育において、子供たちの知・徳・体の調和について教育長のお考えを伺います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） では、知・徳・体の調和ということでお話ししたいと思いますけれども、その前

に今、議員さんおっしゃいました検討委員会ということですけれども、実際には検討委員会の前段階ですの

で、ご理解ください。つまり調査研究会ということで、いろんな意見があると。それをまずたたき台として

ということで、そのための調査ですので、検討委員会ということではありません。具体的には、これは来年

あるいは来年度ということになりますけれども、これも早いうちにと思っています。

知・徳・体の関係ですけれども、私自身、今年の場合には授業第一ということをうたって、発信していま

す。つまりどちらかというと、知育面の強調といいますか、強化といいますか、これに私自身は目が向いて

しまったかなと思っています。もちろん学校の究極の最終的な狙いは人間形成ですので、知・徳・体のバラ

ンスのとれた子供たちということですけれども、知育、つまり基本的な、あるいは基礎的技能の習得、それ

から思考力あるいは問題解決力の養成ということですけれども、ここについつい力を入れてしまったなとい

うことですけれども、これに実際には徳育ということで、人格あるいは道徳主義を磨けと、それから食育に

始まります体育、つまり健康、体力づくりということです。

昔といいますか、この職になったときに、私、性善説と不易流行ということを基本原理としてこの職にあ

りたいと明言した記憶がありますけれども、さらには小学校教育は重要ですよということ、とりわけこの世

の中、道徳教育が重要ですという形でお話しした記憶があります。いかに社会で生きていくか、そのための

基礎・基本的なものを小学校では学ぶと。であるからゆえに、大事ですよということをお話しした経緯があ

ります。

そして、先ほどの不易流行ということですけれども、教育の場における不易というのは、私はやはり最終

的に知・徳・体のバランスだと思っています。今、私自身が、今年はといいますか、今回、知育の強化とい

うことに目が行ってしまったと言いましたけれども、それはどちらかといいますと流行の部分であるという

気がします。つまり学力が低い。では、アップさせよう。あるいは、グローバルであるから外国語教育を図

っていこうということ、これはどちらかというと流行の部分であったかなという気がします。不易の部分、

つまり知・徳・体のバランスといったものを失ってはいけないなという気はしています。

正直言いまして、一時のゆとり教育なるものがありまして、それによって指導の中身が、あるいは中身の

水準が下がってしまったと。今度は、学力低下に伴って、ではアップさせようということから、学習指導要

領に基づいての教科書、テキストの指導内容量が増加したと。残念ながらといいますか、先生方は一生懸命
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やっています。でも、こういう形で次から次へと形式的なものを変えられますと、先生方はたまったもので

はないなと私は思っています。

そうありますけれども、私自身は、やはり今年は授業第一、授業で勝負ということで、この１年について

は知育といったもの、これを伸ばしていければいいなと考えています。基本的にはもちろんバランスが必要

だと考えております。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） 先ほど検討委員会はこうなのですよということで、教育長からお話がありました。

私も一応認識はしております。ですが、そこがきちっとしていなければ検討委員会は、いろんな識者の皆様

とか、関係団体の皆様とか、そういう方を囲んでの検討委員会をつくるとなれば、その骨格となる初めての

検討委員会である程度のお考え、またきちっとしたものを持っていなければ、なかなか識者の皆様との合致

するところも少ないのではないかなと思っております。それが今度は町民の皆様となりますと、いろんなご

意見が出てきます。そういうご意見をまとめて、１つの方向性を示していくということは、大変な労苦であ

ると思います。でも、それもこれも未来ある子供たちのためにということですので、私はそれは本当に大事

なことですねということでお話したわけでございます。

先ほどのお話で、町長にまだ伺っておりませんので、ここまでのお話の中で町長はどのようにお考えでし

ょうか。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 教育のプロではありませんからわからない面も多々あります。昨日も申し上げまし

たし、今日の午前中の答弁でも申し上げておりますが、ただ、先ほどから出ております少子化の親の苦悩は

理解しなければならない。それに対して、極論を言えばアンケートをとって、多い方向へ行くのでは話にな

らないですよと、こういう問題は。ということで、議会さんも意見をできるだけ１つにして、町も議会もと

いう、まず最低限そういう形を組んでいかなければとてもとてもという、そのぐらい大きな問題だと認識し

ております。

過去に、この12人の中にも統合なんてとんでもないと言った議員さん、私は頭の中に何人も入っています

から、ということも含め、そういう意味ではいかに今後の、先ほどの秋山議員の言葉をかりれば、今後の未

来を背負っていく子供たちを健全に育てるための形はどういう形がいいか、その手法の一つとして統合がい

いか、統合するならば地域性をなくすのなら１つにしてしまうのがいいのです、１つにすれば。だけれども、

３つ無駄ができますし、地域性は全部が、例えば南だけを、北だけをというと、うちのほうだけ何で潰すの

だと。中には絶対そういうのが出てきますし、ですからいろんな面で難しい問題があろうかと思っておりま

すので、教育長も含めて皆さんといろんな議論をしながら、やはり一番重視するべきは、その時点時点で、

例えば、二、三年後に統合しようと言ったって、そんなわけにはいかないかもしれません。そのときに、い

かにそういった、言ってみれば弱者的な位置づけの子供たちをその時点で最良の方法をどう考えるかという

ことで、親御さんがそれで不満な場合もあるかもしれませんし、ちょっと予測もつきませんが、やはり真剣

に考えていって、どう考えても４つの学校、全部でなくて、１学年78名なんていうとせいぜい２クラスです
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から、そういうことを考えると学校全体で、もっと言えば４つあったら、もう全部が１クラス、それも４で

割ると18人かそこらの学級になってしまうわけですから、交流も、さっき言ったデメリットが全部各学校に

出ていくわけですから、各学年に。クラス替えもできませんしということを含めて、真剣に対応していきた

いと考えております。とりあえずできるだけ早くそういう議論はされたほうがよろしいということも含め、

教育長と調整をしております。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ただいま町長のお話、答弁を伺いまして、本当に前向きにお話を進めていただけ

ればありがたいなと思っております。本町の小学校の統合については、きっとこの話が進んでいけば、具体

的にいろんなことが示され、また町民の皆様からの真意が組み上がって、私たちもそれを受ける、そういう

こともできると思うのです。忌憚のない意見を出し合いながら、それをまとめていくという、今、校長先生

を初めとして検討委員会ができました。次の段階の検討委員会を設置するということになりますと、この問

題がすぐにはいかないとは言いましても、ある程度の計画ですか、そういうことも大事になってくるのかな

と思っております。今、町でも大きな事業を抱えておりますけれども、そういう中で子供たちのためにとい

う１点を置いて、そして計画的に進めていくということも大事なことであって、それを分担して、前に進め

ていくということが早道かなと思います。お母様方から盛り上がってきたこの問題をどのぐらいの年度を経

てある程度の形にしていこうとお考えでしょうか、教育長と町長に伺います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） 少なくとも平成27年度入学生が北小で６名ということですので、当面はその対応

といいますか、どうやったらうまく運営できるかということ、それをまずは解決させる必要があると思いま

す。その次の段階として、全体というふうにいくと思います。そういう意味で、直前の問題ということで言

ったわけです。さらには、長期展望ということで全体を考えるということで、現在、私の頭の中にはありま

す。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） 同じでございます。

〇10番（秋山豊子さん） ちょっと聞こえなかったのですが。

〇町長（栗原 実君） ほとんど同じ考え方でよろしいと思います。いいでしょう、そういうことで。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） そうしますと、ただいま教育長、それから町長の答弁をいただきました。平成27年

ぐらいからですか、それとも平成27年からこの問題にかかわっていくということで認識してよろしいでしょ

うか。教育長、お願いします。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） そう理解して結構です。
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〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ありがとうございます。

本町の小学校の統合問題について、また子供たちの将来の展望に期待する思いも町長と教育長に伺いたい

と思います。

〇議長（野中嘉之君） 教育長、鈴木優君。

［教育長（鈴木 優君）登壇］

〇教育長（鈴木 優君） どのような結果になるか不透明ですけれども、小学校再編成を視野に入れて、新

たな一歩を踏み出したということです。これは少なくとも子供たちのために、子供たちの目線に立った環境

整備を施すということですので、考えていけたらと思っています。

それから、将来の展望ということですけれども、先ほど私、理想の教育環境という中で、素直さというこ

とを挙げましたけれども、やはり子供たち、純粋な素直な心を持った板倉町の児童生徒は、豊かな自然環境

の中で勤勉を旨とする風土のもと、私はしっかりと生きる力を育み、そして生きる力を習得して巣立ってい

くのではないかと思っています。そして、いずれはやはり町に回帰して、町の発展に寄与してくれると思っ

ています。素直さ、これを土台としてたくましく、心豊かに育っていってもらいたいと。そのための教育環

境づくりがキーかなと思っております。

１つ加えておきますと、これもちょっとデータですけれども、学力テストで６回連続秋田県が１位をとっ

ていますけれども、やはりそれは風土があると思っています。その風土は、農村型安定社会という分析があ

りますけれども、子供たちが学校教育に全幅の信頼を持っていると、それから親御さんたちが後押しをして

いるということ、それから塾通いが22.8％で全国最下位であると。では、板倉町どうなのか。５割を超えて

います。６割近いのではないでしょうか。ということで、この部分は違えども、風土そのものは私は決して

大きく離れていないと思います。そういう意味でも、子供たちの素直さということにかけてみるのも今後の

楽しみかなという気がしています。

以上です。

〇議長（野中嘉之君） 町長、栗原実君。

［町長（栗原 実君）登壇］

〇町長（栗原 実君） とりあえず今、目の前に起こっている問題を解決しなければならないということで、

まず頭がいっぱいであります。政治は100年先を語ると、目指してという言葉も一面ありますが、私は全く

逆で、政治とは情けないけれども、起こっているものを一つ一つ解決していく、それに尽きるのだろうと。

そうすると、では夢もないのと言われるのですけれども、結果として先が見えてくるということで、特に子

供の問題については、できるだけ懸念される材料を取り除いて、いい環境で教育していただくことがいいの

だろうと。それについては、地域の理解がまず必要ですし、幸い各地区、全国を見ても、過疎の村がみんな

統合してきた経緯もありますし、そういったものも含めてどこに難しさがありというのは、例えば調査する

ことだけでも簡単に浮かび上がる面もありますし、またその地でなければならない聞こえない問題等もあり

ます。いずれにしても、強力なリーダーシップがなければ、進めることについて反対論者が必ずいますから、

それを抑え込まない限り物事は進まないということで、ある意味では先ほど平成27年度とか、いわゆる標準

は北小の６人の中で男の子が１人、この問題をとりあえずはどういう方法で解決していくかと。それイコー
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ル統合とかそういう問題になるかどうかは別として、それに全体が、私どもだけでなく、議会も含めて知恵

を出していただきたい。それで、合意がとれなければ仕組み上進まないわけですから、何で私の学校だけ、

私の学年だけどうするのだ、こうするのだなんてことで議会も割れてしまって反対だと言われれば、我々は

立ち往生しますし、そういう意味で先ほど青木議員さんのやりとりの中でも、まさに本当の意味で協調、あ

る意味では活発な議論、それを対決というかわかりませんけれども、いずれにしてもそういう時代に全ての

面で入っていると理解しております。そういうことです。もちろん板倉の子供ですから、全ての子供がいい

子になってもらえばいいという親心、あるいは今、私はおじいちゃんですから、孫を思う気持ちは全く同じ

でございますし、人に負けているとは思っていません。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） 私も知・徳・体の調和のとれた子供たちの成長を考えますときに、子供たちの成

長を願って、地域や、そして保護者の皆様で、これからの小学校のあり方をどうしたらいいのかという、そ

のお考えをみんなで知恵を出し合っていくべきかなと思っております。

小規模小学校の適正規模、そして適正配置には、先ほども申し上げましたけれども、各小学校の長い歴史

があり、地域のコミュニティがありますので、地域の特性を踏まえていくことも大事だと考えております。

ただ、ある子育て中のお母さん方が、子供たちを板倉町で育てていきたい、そして日本一子育てしやすい町

にみんなで力を合わせていきたいと頑張って活動しております。その心を十分にお酌み取りいただき子供た

ちの成長を願って、これからの小学校のあり方を前向きにお考えいただいて、早期にこの問題が着々と進み

ますようにお願い申し上げまして、この問題は終わりとさせていただきます。

次に、国内で年間約５万人もの方が胃がんによって亡くなっています。その大きな原因がヘリコバクター

・ピロリです。つまりピロリ菌です。日本人の感染者数は3,500万人にも上ると見られています。このピロ

リ菌は、胃の粘膜に炎症などを引き起こし、胃がんの原因の一つとされる細菌です。この検査は血液を採取

し、ピロリ菌の感染の有無と胃粘膜の萎縮度を調べるものです。検査結果はＡからＤの段階に分類され、胃

がんを発症するリスクを判断します。40歳以上の町民が受ける特定健診の中にピロリ菌検査を追加し、無料

で受けることができれば、がんの早期発見、早期治療につなげることで、長期的に町の医療費削減効果も期

待できると考えますが、課長のお考えを伺います。

〇議長（野中嘉之君） 落合健康介護課長。

［健康介護課長（落合 均君）登壇］

〇健康介護課長（落合 均君） それでは、ご質問のピロリ菌検査を特定健診の項目につけ加えてはという

件につきましてご答弁させていただきます。

まず、特定健診でございますが、議員さんご承知のことかと思いますが、こちら平成20年４月に施行され

ました法に基づきまして、生活習慣病に関する健康診査ということで、医療保険者、例えば板倉町の場合で

すと国民健康保険の保険者になりますが、医療保険者が実施するということで義務づけられている検査でご

ざいます。その健診項目につきましては、検査対象の全員が受ける基本的な健診、それと加えて医師が必要

と判断した場合に選択して受ける詳細な健診、その２段階となっております。

そういったことから、今、お話しございましたが、胃がん予防に係るピロリ菌検査につきましては、ご指

摘のとおり、将来の医療費の適正化につながるものの、現時点では国から示された法令等に基づく生活習慣
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病に関する健康診査、つまり特定健診ということになりますが、こちらの受診項目には残念ながら入ってお

りませんので、ご提案のとおり、受診項目に加えることにつきましては、基本指針にはそぐわない形になる

のかなと思います。

しかしながら、ピロリ菌検査の有効性は広く知られてきているところでございますので、今回、胃がん検

診に追加することではどうかということになろうかなと思います。全国の胃がん検診に関する状況等々をご

報告させていただきますが、厚生労働省が調査しました平成24年度の全国市区町村のがん検診の実施状況で

ございます。その中で胃がんの検診に関する部分でございますが、調査対象の全国の市区町村数が1,738で

ございました。回答があった市区町村が1,735でございます。その1,735の中で、胃がんの検診を実施してい

ますよという市区町村が1,734、１市区町村のみ実施していないという回答だということでございます。

そのほかに問診を行っているという市区町村が1,722、胃のエックス線の検査が1,719、胃の内視鏡の検査

が318、それと胃がんのリスク検診、ＡＢＣ検診になりますが、このうちのペプシノゲン法という方法、こ

ちらを実施している市区町村が84でございます。次に、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、こちらの検査を

実施している市区町村が50でございました。これは複数回答が可能になっておりますので、立ち上げた合計

が1,738ということにはなりません。そういったことで、まだ全国的にＡＢＣ検査の実施している市区町村

については134で、7.7％という割合的にはまだ少ないのかなという状況でございました。

それと、群馬県の胃がんの実施状況でございますが、バリウムの検査につきましては35市町村全市町村で

実施しております。それと、胃がんのリスク検診につきましては、10市町村が実施しております。ただ、こ

れはバリウム検査と直併用で実施しているような形でございます。近隣では、館林市で昨年から実施してい

るということでございます。

それで、現在の板倉町の胃がんの検診の状況でございますが、ご承知のとおり、40歳以上の方を対象に年

１回、国の指針に基づきまして集団検診でエックス線によるバリウム検査を実施してきております。今年も

今月の広報紙に掲載させていただきましたが、10月16日から７日間ということで予定させていただいており

ます。今後も引き続きバリウムの検診を主とした胃がん検診を推進して、受診率の向上に努めてまいりたい

と思っております。

なお、胃がんリスクの検診の導入につきましては、現在、全国的な導入状況、また先ほど県内の状況等も

お話しさせていただきましたが、また郡内の今後の予定ということで、聞き取りもさせていただいたのです

が、館林市については昨年から実施している。明和町、千代田町、邑楽町については実施予定はなしという

ことでございました。大泉町については、実施予定はないですが、先行して実施している市町村の状況結果

を踏まえて検討したい、そういった回答をいただいております。そういったことでございますし、また国に

おきましても厚生労働省でがん検診のあり方に関する検討会というものが開かれておりまして、この中で市

町村事業におけるがん検診のあり方についても検討されております。受診率の向上というのが一つ目標のよ

うですが、そういった国の動き等々、またほかの自治体の動き等を見ながら検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

［「板倉町の受診率」と言う人あり］

〇健康介護課長（落合 均君） ちなみに、板倉町の胃のエックス線検査の受診率でございますが、平成24年

が11.9％でございます。平成23年が11.5％、おおむね11％から12％ぐらいだと、そのような受診率というこ
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とでございます。

〇議長（野中嘉之君） 秋山豊子さん。

〇10番（秋山豊子さん） ただいま課長の答弁いただきました。落合課長、今回の特定健診のときには現場

で視察に来ていただいて、本当に熱心だなと思って私もそう感じました。そういう中で、平成24年度の特定

健診は、板倉町の2,000人の人が受けています。先ほどの胃がん検診、これは定期検診ですけれども、その

定期検診は約680名ぐらいの方が受けています。それに対して、要指導を受けた人がやはり１割ぐらいいら

っしゃいます。そういうのを考えてみますと、今からこのピロリ菌検査をお考えいただいておくことは重要

なことだなと思っております。これは血液を採取するだけで済むのです。ですから、本当にそんなに、中に

はバリウムを飲むのが嫌だなというような、そういう方も聞くこともありますけれども、血液を採取して、

そして、そこでピロリ菌の検査ができるという、そういう利点もあるわけですので、これを無料で当町でや

っていただければ、長期的に見たときに、医療費の削減効果につながっていくのかなと思いますので、でき

ればこれもお考えいただきたい。

そして、館林市でもこれを実施しているわけですので、その辺をお考えいただいて、できればこのピロリ

菌検査を特定健診の中に入れて、検査することによって、私は絶対に医療費の削減効果につながっていくと

いうことを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（野中嘉之君） 以上で秋山豊子さんの一般質問が終了しました。

ここで、先ほどの延山議員からの質問に対し、答弁があります。

山口産業振興課長。

［産業振興課長（山口秀雄君）登壇］

〇産業振興課長（山口秀雄君） 申しわけございません。先ほどの認定農業者の地区別の数でございますが、

北地区が24名、東地区が18名、南地区が、少ないのですが７名、西地区が35名、計84名ということでござい

ます。

以上でございます。

〇議長（野中嘉之君） 以上で一般質問の全てが終了いたしました。

〇散会の宣告

〇議長（野中嘉之君） 明日の12日には総務文教福祉常任委員会を、13日には産業建設生活常任委員会を開

催し、所管事務調査を行います。

14日、15日及び16日は休会とし、17日は総務文教福祉常任委員会を、18日には産業建設生活常任委員会を

開催し、決算事務調査を行います。19日は休会とし、20日の最終日は午前９時から本会議を開きます。

本日はこれをもって散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

散 会 （午後 ４時５９分）
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